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園
境
に
み
る

「
近
代
化
」

と
聖
地
参
詣
者

守

め

に

二
黙
の
文
書
史
料
に
つ
い
て

園
境
の
町
ハ

l
ナ
キ
l
ン

E

参
詣
者
と
検
問
所

ハ

円

通

行

詮

口

検

疫

制

度

目

関

税

町
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
近
代
化
」
の
一
側
同

お

わ

に

l土

じ

I E 

り

lま

じ

め

-1
 

・EE'a''

矢口

子

祇
ム
ス
リ
ム
の
場
合
、

聖
地
巡
曜
と
い
う
宗
教
的
行
矯
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
あ
ま
ね
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
イ
ス
ラ

1
ム
祉
舎
の
シ

1
ア

メ
ッ
カ
・
メ
デ
イ
ナ
以
外
に
歴
代
イ
マ

l
ム
の
墓
廟
と
い
う
聖
地
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
墓
廟
へ
の
参
詣
は
彼
ら
に
と

っ
て
宗
教
的
義
務
行
震
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
同
一
吐
舎
に
お
い
て
最
も
隆
盛
を
極
め
た
聖
地
巡
植
は
、

一
九
世
紀
の
イ
ラ
ン
か
ら
の
ア
タ

445 

パ
ー
ト
参
詣
で
あ
る
。
同
世
紀
の
中
葉
か
ら
後
竿
に
か
け
て
迎
え
た
最
盛
期
に
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
賓
に
年
間
一

O
寓
人
の
参
詣
者
が
ア
タ
パ

l

(
1
)
 

ト
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
O
高
人
と
い
う
数
字
は
、
首
時
の
イ
ラ
ン
の
人
口
の
約
一
%
に
あ
た
る
。
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本
稿
で
は
、
個
人
の
信
仰
形
態
の
表
象
で
あ
る
聖
地
参
詣
と
、
政
治
権
力
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
の
政

治
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
未
だ
解
明
に
至
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
比
較
的
史
料
が
蔑
さ
れ
て
い
る
園

境
の
入
管
施
設
た
る
検
問
所
を
封
象
と
す
る
。
イ
ラ
ン
か
ら
ア
タ
パ

l
ト
へ
向
か
う
に
は
、
陸
路
と
海
路
の
二
行
路
が
存
在
し
た
が
、
イ
ラ
ン

園
内
の
参
詣
者
ら
の
八

l
九
割
が
利
用
し
て
い
た
の
は
陸
路
の
ほ
う
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
も
ま
た
、
陸
路
を
重
覗
す
る
。

一
九
世
紀
は
、
イ
ラ
ン
で
は
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
(
一
七
九
六
一
九
二
五
)
が
政
権
を
握
り
、
ま
た
イ
ラ
ク
は
一
八
二
二
年
以
降
、

オ
ス
マ
ン

中
央
政
府
の
直
轄
支
配
下
に
戻
っ
た
時
代
で
あ
る
。
一
八
四
七
年
に
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
保
約
が
雨
政
府
間
で
締
結
さ
れ
た
後
は
、
雨
政
府
は

全
長
二

0
0
0
キ
ロ
に
及
ぶ
園
境
の
劃
定
調
査
を
合
同
で
行
い
、
陸
路
の
イ
ラ
ン
H

イ
ラ
ク
街
這
に
お
い
て
は
、

ハ
l
ナ
キ

l
ン
と
ガ
ス
レ

シ
l
リ
l
ン
の
聞
が
新
た
な
固
境
線
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
圃
境
が
定
ま
っ
て
い
く
過
程
と
相
ま
っ
て
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
領
内
で
は
、
列
強

を
模
し
た
新
た
な
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

ハ
1
ナ
キ
ー
ン
と
い
う
小
村
に
設
置
さ
れ
た
検
問
所
は
、
こ
の
新
制
度
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
境
に
設
置
さ
れ
た
新
た
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
検
問
所
を
考
察
針
象
と
す
る
こ
と
で
、
首
時
の
イ
ラ
ン
か
ら
の
参
詣
者
の
置
か
れ
て
い
た
状
況

や

一
九
世
紀
後
竿
と
い
う
、
列
強
諸
園
の
匡
力
の
も
と
で
「
、
近
代
化
」
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
個
人
と
政
治
権
力
の
闘
係
、

ひ
い
て
は
、
近
代
前
期
の
西
ア
ジ
ア
枇
舎
の
一
端
が
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

二
貼
の
丈
書
史
料
に
つ
い
て

圃
境
に
お
け
る
政
治
権
力
と
参
詣
者
個
人
の
相
克
に
つ
い
て
は
、

オ
ス
マ
ン
政
府
と
イ
ラ
ン
政
府
の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
外
交
文
書
が
有

盆
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
特
に
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
閲
す
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
二
貼
の
丈
書
を
中
心
に
扱
う
。

一
貼
目
は
、

一
二
七

O
年
ズ

l
・
ア
ル
カ

l
ダ
月
二
九
日
こ
八
五
四
年
八
月
一
一
一
一
一
日
)
付
の
文
書
で
あ
り
、
現
在
確
認
さ
れ
る
中
で
、
最
も

古
い
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
者
に
関
す
る
雨
政
府
に
よ
る
交
渉
記
録
で
あ
る

E
互
の
日
¥
き
足
。
以
下
、
「
一
八
五
四
年
文
書
」
と
略
記
]
0

こ
の
丈
書

で
は
、
回
目
頭
で
、
「
参
詣
者
た
ち
が
ア
タ
パ

l
ト
へ
行
く
こ
と
の
許
可
が
、
概
し
て
[
オ
ス
マ
ン
政
府
の
]
批
准
な
く
し
て
各
方
面
に
公
示
さ
れ
、
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人
々
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
ご
と
に
ケ
ル
マ

l
ン
シ
ャ

l
方
面
に
向
か
っ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

一
八
四
七
年
に
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
候
約
が

締
結
さ
れ
、
そ
の
後
六
年
に
お
よ
ぶ
国
境
合
同
調
査
が
終
了
し
た
も
の
の
、
国
境
附
近
お
よ
び
イ
ラ
ク
の
情
勢
が
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
状
況

に
お
い
て
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
が
な
し
崩
し
的
に
ア
タ
パ

1
ト
へ
向
か
い
始
め
た
現
肢
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
拭
の
中
で
、
同
丈

書
で
は
、
イ
ラ
ン
側
か
ら
の
苦
情
に
封
す
る
オ
ス
マ
ン
側
の
返
答
と
い
う
形
で
、
八
項
目
が
争
賠
と
し
て
畢
げ
ら
れ
て
い
る
。
八
項
目
の
内
容

は
、
①
通
行
税
、
②
イ
ラ
ン
人
の
訴
訟
、
③
墓
地
の
賃
貸
料
、
④
イ
ラ
ン
人
の
遺
産
、
⑤
高
値
責
り
、
⑥
私
有
地
所
有
、
⑦
武
器
の
預
託
、
⑧

日
創
刊
ヰ
也
、

旬
以

W
イ
十
庁
レ

で
あ
る
。

一
一
貼
目
の
丈
書
は
、
先
の
丈
書
か
ら
二

O
年
以
上
を
経
た
一
二
九
三
年
ズ

l
・
ア
ル
ヒ
ツ
ジ
ャ
月
二
四
日
(
一
八
七
七
年
一
月
一

O
日
)
付
の

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
が
訴
え
た
苦
情
に
封
し
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
イ
ラ
ン
領
事
の
協
力
を
仰
い
で
、
イ
ラ
ン
大
使
館

(
2
)
 

が
現
状
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る

[
O
E
d
-
-
H
¥日
ω
∞
印
色
。
以
下
「
一
八
七
七
年
文
書
」
と
略
記
]
。
こ
の
丈
書
は
、
イ
ラ
ン
側
の
問
題
提
起
と
、

そ
れ
へ
の
オ
ス
マ
ン
側
の
回
答
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
①
通
行
誼
、
②
検
疫
官
の
封
庫
、
③
遣
瞳
損
傷
、
④
殺
人
・
強

盗
、
⑤
検
疫
時
の
待
遇
、
⑥
検
疫
、
⑦
検
疫
官
の
不
正
、
⑧
通
行
税
、
⑨
税
関
、
⑮
閥
税
、
⑪
イ
ラ
ン
人
へ
の
侮
蔑
、
⑫
哀
悼
行
事
、
⑬
不
首

な
封
慮
、
と
い
う
一
一
一
一
項
目
に
及
ぶ
。

以
上
二
貼
の
外
交
丈
書
に
現
れ
る
諸
問
題
の
う
ち
、
国
境
の
検
問
所
に
関
連
す
る
主
要
な
争
賠
は
、
什
通
行
詮
、
口
検
疫
、
日
関
税
、

賄
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
こ
れ
ら
三
賄
の
措
置
は
必
要
不
可
級
な
原
別
で
あ
る
、
と
い
う
姿
勢
を
と
り
、
た
と
え
ば
一
八
七
五
年
末
に

オ
ス
マ
ン
政
府
か
ら
イ
ラ
ン
政
府
宛
に
出
さ
れ
た
協
約
書
第
五
候
で
は
、
「
[
オ
ス
マ
ン
]
領
内
を
往
来
し
た
り
、
領
内
で
族
行
し
た
り
す
る
イ

ラ
ン
臣
民
は
、
他
の
外
国
籍
の
臣
民
に
闘
し
て
賓
施
さ
れ
て
い
る
パ
ス
ポ
ー
ト
や
通
行
誼
や
検
疫
制
度
に
則
っ
て
い
る
限
り
、
外
園
人
で
あ
る

こ
と
に
闘
し
て
何
ら
損
害
を
蒙
ら
な
い
」
[
切
O
〉
同
月
。

ωJへω
吋

N

小
¥
介
。
巴
寸
日
¥
お
匂
]
と
定
め
て
い
る
よ
う
に
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
通
行
詮
、

447 

検
疫
と
い
っ
た
事
柄
を
特
に
重
覗
し
、
領
内
を
訪
れ
る
イ
ラ
ン
人
に
封
し
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
徹
底
し
て
そ
の
管
理
に
首
た

っ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
上
か
ら
の
近
代
化
を
進
め
る
政
府
と
、
イ
ラ
ン
か
ら
の
参
詣
者
と
の
相
克
の
焦
賄
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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E 

固
境
の
町
ハ

l
ナ
キ
l
ン

イ
ラ
ン
か
ら
イ
ラ
ク
へ
向
か
う
に
は
、
関
口
回
目
白

E
F
↓
(
五
日
)
↓

0
2
1
ω
町
山
口
↓
〈
園
境
〉
↓

H
C
H
E
Z
U
↓
(
四
日
)
↓
切
品
}
三
包

と
い
う
行
程
を
歩
む
。
国
境
合
同
調
査
の
結
果
、

一
九
世
紀
中
葉
に
イ
ラ
ク
側
の
園
境
の
町
と
な
っ
た
ハ

l
ナ
キ

l
ン
は
、

ム
ス
リ
ム
五

O
軒、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
五
軒
、
ま
た
三
つ
の
モ
ス
ク
と
三
つ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
が
あ
る
小
村
で
あ
っ
た
百
己
主
ι
∞
吋
巴
]
。
こ
の
ハ

l
ナ
キ
l
ン
に

い
つ
か
ら
検
問
所
が
設
置
さ
れ
た
の
か
、
現
段
階
で
は
正
確
な
日
時
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
園
境
調
査
期
間
中
の
一
八
四
八

五
二
年
の
い
ず
れ
か
早
期
の
年
度
に
つ
い
て
、

ハ
l
ナ
キ

l
ン
に
設
け
ら
れ
た
検
疫
所

(
E
Z
E
Eと
の
通
行
者
数
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
[
出
戸
岡
山
丘

2
2
]
0
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
係
約
締
結
後
聞
も
な
い
時
期
に
検
疫
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

そ
の
後
、
こ
の
検
疫
所
は
機
能
を
増
し
、

ハ
1
ナ
キ
ー
ン
に
到
着
し
た
族
行
者
は
、
査
誼
の
入
手
、
税
闘
の
申
告
、
検
疫
と
い
う
三
つ
の
事
項

を
そ
の
場
で
要
請
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
末
の
ハ

l
ナ
キ

l
ン
の
様
子
を
、
一
帽
島
安
正
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

ハ

ナ

キ

才

一

恰
那
幾
尼
は
固
境
の
一
大
障
で
、
河
に
跨
っ
て
一
市
街
を
矯
し
、
人
口
四
五
千
、
隊
商
及
び
巡
瞳
隊
の
来
往
陸
績
と
し
て
絶
ゆ
る
こ
と

な
く
甚
だ
熱
闘
の
地
で
あ
る
。
市
外
は
過
宇
土
耳
其
に
属
し
て
、
波
斯
の
方
面
に
は
唯
だ
一
の
隊
商
館
あ
る
の
み
、
税
関
郵
便
局
等
其
何

れ
に
在
る
や
を
認
め
難
い
寂
家
た
る
光
景
を
呈
し
て
居
る
。
の
み
な
ら
ず
地
勢
平
坦
蹟
原
漠
々
、

二
大
帝
園
の
境
界
を
識
別
し
難
く
、
波

斯
の
隊
商
館
に
隣
す
る
家
屋
は
既
に
土
耳
其
の
地
た
る
拭
態
で
、
[
一
八
九
七
年
]
十
一
月
八
日
午
後
四
時
三
十
分
波
斯
の
地
と
思
ひ
っ
、

土
人
に
誘
は
れ
て
既
に
土
耳
其
の
隊
商
館
に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

隊
商
館
と
斜
に
相
釘
し
て
月
星
旗
を
翻
し
っ
、
あ
る
洋
館
は
検
疫
所
で
あ
る
。
隊
商
館
の
右
隣
に
税
闘
が
在
っ
て
等
し
く
月
星
旗
を
樹

て
、
居
る
。
[
幅
島
一
一
二
三
ー
ー
一
一
一
四
]

園
境
の
賓
態
と
し
て
は
、

一
九
世
紀
最
末
期
に
お
い
て
も
暖
昧
な
状
態
の
よ
う
だ
が
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
に

ハ
1
ナ
キ
ー
ン
の
検
問
所
は
、

隣
接
し
て
、
検
疫
所
と
税
関
と
い
う
こ
つ
の
建
物
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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点
沙
諸
者
と
検
問
所

前
近
代
の
イ
ス
ラ

1
ム
枇
舎
で
は
、
国
境
の
概
念
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
固
家
に
よ
る
固
民
管
理
の
概
念
も
護
達
し
て
い
な
か
っ

た

一
七
世
紀
に
通
算
で
約
七
年
半
イ
ラ
ン
に
暮
ら
し
た
シ
ヤ
ル
ダ
ン
は
、
「
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
臣
民
が
圏
外
脱
出
す
る
の
を
防
ぐ
手
だ
て
は

見
つ
か
っ
て
い
ず
、
誰
も
が
好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
く
が
ま
ま
で
あ
る
。
自
由
に
圏
外
へ
行
く
の
に
パ
ス
ポ
ー
ト
の
必
要
は
な
い
」
と
記
し
て
い

(
3
)
 

る
。
し
か
し
、

一
九
世
紀
に
入
る
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
自
他
国
民
の
概
念
を
取
り
入
れ
た
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
他
国
民
が
オ
ス
マ
ン
領
内
を

通
過
す
る
際
に
身
分
詮
を
晶
兼
ね
た
正
式
な
通
行
詰
の
携
帯
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
身
分
詮
を
は
じ
め
と
す
る
、
新
た
な
固
民
管
理
の
シ
ス

テ
ム
を
課
す
オ
ス
マ
ン
政
府
と
、
そ
れ
ら
を
不
吉
な
も
の
と
し
て
訴
え
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
聞
に
は
、
明
ら
か
に
祖
師
剛
が
生
じ
て
い
る
。
具

瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
固
境
の
水
際
で
生
じ
て
い
た
の
か
、
以
下
、
先
の
二
貼
の
文
書
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

(一)

行

三巻
口主主

通

通
行
誼
は
、

イ
ラ
ン
側
の
史
料
で
は
「

harミ
(
詮
書
)
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
本
来
の
正
式
な
名
稽
は
、
「
S
N
E言、一
N
，

S
N
h
誌
可
¥
h
a
h
N
F
N
ミ
ミ
~
ー
さ
Nh
誌
可
¥
さ
号
令
門
司
込
町
S

N

(

通
行
誼
)
」
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
一
八
四
五
年
に
一
六
候
か
ら
な
る
法
案
を
制
定
し
、

(
4
)
 

オ
ス
マ
ン
領
内
の
人
々
が
移
動
す
る
際
に
は
、
「
通
行
謹
」
を
持
つ
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
僚
約
以
降
、

「
友
好
園
」
か
ら
の
外
国
人
と
な
る
イ
ラ
ン
人
に
も
通
行
誼
携
帯
は
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
は
所
持
者
の
名
前
や
国
籍
に
加
え
、
年
齢
、
身
長
、

(
5
)
 

眉
、
目
、
口
髭
、
顎
費
、
顔
と
い
っ
た
身
睦
的
特
徴
の
記
載
と
認
詮
が
押
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
通
行
誼
は
、
国
境
の
み
な
ら
ず
、
パ
グ

(
6
)
 

ダ
1
ド
な
ど
主
要
な
都
市
に
入
る
際
に
提
示
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
H
Q
N
b
q
Q
」
は
一
種
の
身
分
誼
明
書
で
あ
り
、

一
九
世
紀
中
葉
の

段
階
で
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
と
通
行
誼
は
一
瞳
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
昔
時
の
行
政
文
書
(
一
八
四
七
年
二
一
月
八
日
付
)

449 

に
、
「
イ
ラ
ン
の
芯
削
除
札
ミ
に
は
、
口
三
回
目
(
身
分
詮
明
)
と
(
目
白
山
E
H
E
(検
疫
)
が
記
載
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

[回

O
〉

〉
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ロ
〈
Z

H

)

〈
何
(
N
C
)
H
H
¥
A
F
(
)
]

、

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
竿
に
か
け
て
、
通
行
誼
と
、
次
項
に
翠
げ
る
検
疫
詮
明
書
の
匿
別
は
話
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
初
期
の
通
行
誼
は
オ
ス
マ
ン
政
府
が
護
行
し
て
い
た
が
、

(
7
)
 

て
、
そ
の
認
詮
が
圃
境
で
行
わ
れ
た
。

一
九
世
紀
中
葉
に
は
、
イ
ラ
ン
政
府
の
護
行
す
る
通
行
誼
に
針
し

と
こ
ろ
で
、
「
一
八
五
四
年
丈
書
」
の
オ
ス
マ
ン
側
に
よ
る
序
丈
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

[
イ
ラ
ン
]
政
府
首
局
側
の
蓋
力
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
参
詣
者
が
規
則
に
従
っ
て
、
法
の
遵
守
と
公
正
の
う
ち
に
行
動

し
、
遁
中
で
は
民
衆
の
所
有
品
を
侵
害
し
な
い
よ
う
、
憲
兵
や
役
人
ら
に
封
し
、
最
格
な
る
指
令
書
が
護
布
さ
れ
る
よ
う
に
。
と
り
わ
け
、

通
行
誼
(
門
印
刷
E
E
吉
田
戸
日
円
)
の
原
則
の
賓
施
に
お
い
て
は
、
最
し
く
注
意
が
携
わ
れ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
彼
ら
の
通
行
誼
に
、
至
高
な

る
政
府
の
領
事
館
に
よ
る
署
名
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
自
身
[
の
身
元
]
を
照
合
目
し
て
い
な
い
場
合
は
、
如
何
な
る
人
物
に
も
組

封
に
通
行
は
許
さ
れ
な
い
。

不
法
入
国
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
詮
明
を
行
う
査
詮
に
あ
た
る
通
行
誼
が
必
要
な
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
「
一
八
五
四
年
丈

オ
ス
マ
ン
政
府
が
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
安
全
確
保
や
諸
問
題
に
圭
出
力
す
る
封
慣
と
し
て
、
イ
ラ
ン
政
府
に
、
「
と
り
わ
け
、
通
行

(
8
)
 

詮
の
原
則
の
賓
施
に
お
い
て
は
、
巌
し
く
注
意
が
捕
わ
れ
る
よ
う
に
」
と
要
請
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
文
書
の
第
四
項
で
、
イ
ラ
ン
政
府
護

童
百
」
で
は
、

行
の
通
行
誼
を
所
持
す
る
者
と
所
持
し
な
い
者
に
つ
い
て
、
死
亡
時
の
オ
ス
マ
ン
領
内
で
の
庭
遇
の
遣
い
が
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
行

詮
の
携
帯
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
が
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
オ
ス
マ
ン
政
府
に
知
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
外
国
人
と
し
て
の
オ
ス

マ
ン
領
内
で
の
待
遇
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。
通
行
詮
の
携
帯
義
務
化
を
導
入
し
て
聞
も
な
い
オ
ス
マ
ン
政
府
に
と
っ
て
、
そ
の
携
帯
履

行
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

五
0
年
代
に
オ
ス
マ
ン
政
府
が
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
ら
に
封
し
て
通
行
詮
を
携
行
す
る
よ
う
強
く
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

お
よ
そ
二

O
年
後
の
「
一
八
七
七
年
文
書
」
第
一
項
に
お
い
て
、
再
度
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
震
さ
れ
て
い
る
。

イ
ラ
ン
の
参
詣
者
ら
が
、

イ
ラ
ン
の
領
域
内
で
出
護
す
る
際
に
、
通
行
詮
代
が
克
除
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

イ
ラ
ク
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(
凶

HEIHr〉
gr)
の
地
で
は
、
富
者
も
貧
者
も
徒
歩
の
者
も
騎
乗
の
者
も
、

一
人
あ
た
り
八
ク
ル
シ
ユ
徴
牧
さ
れ
る
。
同
時
に
、
彼
ら
の

詮
明
書
の
取
調
べ
と
い
う
口
賓
の
も
と
に
参
詣
者
を
拘
束
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
金
を
徴
牧
し
て
解
放
し
て
い
る
。
迫
害
に
満
ち
た
行
潟

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
回
答
〉

国
境
の
入
り
口
で
、
通
行
詮
(
片
山
県

5
ー
ヨ
自
己

HE
を
す
べ
て
の
園
家
の
臣
民
に
輿
え
、
法
律
に
則
っ
て
そ
の
料
金
を
徴
牧

し
、
彼
ら
が
通
過
す
る
城
砦
や
港
に
て
彼
ら
の
誼
明
書
(
押
印
刷
空
白
)
を
取
り
調
べ
る
こ
と
は
、
規
則
で
あ
り
原
則
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ

れ
ら
の
規
則
の
遵
守
や
執
行
の
必
要
性
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
イ
ラ
ン
の
参
詣
者
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
き
容
易
さ
と

安
心
が
賓
現
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
朕
況
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

ハ
l
ナ
キ
l
ン
で
照
合
さ
れ
る
詮
明
書
に
つ
い
て
、
こ
ち

ら
側
、
す
な
わ
ち
ホ
ラ
l
サ
l
ン

の
各
地
に
お
い
て
、
何
度
も
彼
ら
の
誼
明
書
が
調
査
さ
れ
、
参
詣
者
ら

[
バ
グ
ダ
ー
ド
州
の
一
カ
ザ

l
]

の
遅
延
が
生
じ
て
い
た
た
め
に
、
今
後
、
あ
ち
ら
で
は
取
り
調
べ
ら
れ
な
い
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
参
詣
者
た
ち
の
進
行
を
妨
害

し
た
り
、
迫
害
に
満
ち
た
行
矯
や
彼
ら
の
同
意
や
望
み
に
反
し
た
り
す
る
行
動
は
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
種
の
行
矯
が

生
じ
な
い
た
め
に
も
、
必
要
と
な
る
人
々
に
、
必
要
な
通
告
が
な
さ
れ
た
。

イ
ラ
ン
側
は
、
こ
の
中
で
、
「
イ
ラ
ン
の
参
詣
者
ら
は
、
(
中
略
)
通
行
詮
代
が
克
除
さ
れ
て
い
る
」
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
認

識
と
し
て
は
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
は
通
行
誼
が
必
要
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
料
金
を
支
梯
う
必
要
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
、

オ
ス
マ
ン
側
は
断
固
た
る
異
議
を
唱
え
、
そ
の
回
答
に
お
い
て
、
「
通
行
語
を
す
べ
て
の
園
家
の
臣
民
に
輿
え
、
(
中
略
)
取
り

調
べ
る
こ
と
は
規
別
で
あ
る
」
と
、
ま
ず
警
告
を
渡
し
て
い
る
。

こ
の
組
離
の
背
景
に
は
、
通
行
詮
に
封
す
る
不
慣
れ
さ
か
ら
く
る
イ
ラ
ン
人
側
の
理
解
不
足
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ラ
ン
圏
内
で
「
通

行
誼
」
の
携
帯
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
五
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、

オ
ス
マ
ン
政
府
に
遅
れ
る
こ
と
六
年
で
あ
る
。
こ
の

年
設
行
さ
れ
た
イ
ラ
ン
政
府
の
官
報
で
は
、
「
他
の
国
々
で
普
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
固
で
は
省
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
制
度
」
と
し
て
、

451 

全
都
市
で
の
通
行
誼
の
護
行
を
通
達
し
、
通
行
誼
な
し
で
の
都
市
や
地
方
へ
の
移
動
を
禁
じ
て
い
る
[
見
〈
円
円
¥
戸
中
日
]

0

し
か
し
、
通
行
謹
の
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携
帯
が
根
付
く
に
は
時
聞
が
か
か
っ
て
お
り
、
金
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
に
封
す
る
疑
念
と
と
も
に
、
人
々
へ
の
普
及
は
進
ま
な
か
っ
た
百
三

同¥∞∞叫
H
N
N
U
N
ω

日明日月
N

戸
コ
∞
戸
匂
]

0

こ
の
事
賓
は
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
通
行
誼
制
度
の
導
入
、

ひ
い
て
は
白
園
の
個
々
人
の
確
認
と
い
う

作
業
が
、

オ
ス
マ
ン
政
府
と
比
べ
極
め
て
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
如
賓
に
一
不
し
て
い
る
。
こ
の
「
遅
れ
」
こ
そ
が
、
通
行
詮
へ
の
無
理
解
を
生
み
、

同
制
度
に
不
慣
れ
な
一
般
の
人
々
の
不
満
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
通
行
誼
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
参
詣
者
た
ち
の
拒
否
感
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
側
は
、
先
の
「
一
八
七
七

年
文
書
」
に
お
い
て
、
「
誼
明
書
の
取
調
べ
と
い
う
口
賓
の
も
と
に
参
詣
者
を
拘
束
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
金
を
徴
収
し
て
」
い
る
行
篇
が
、

「
迫
害
に
満
ち
た
行
篇
」
だ
と
し
て
訴
え
て
い
る
の
に
針
し
、

オ
ス
マ
ン
側
は
、
「
料
金
の
徴
収
は
原
別
で
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。

そ
の
値
段
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
購
入
費
や
認
詮
費
は
時
代
ご
と
に
饗
化
し
、

一
八
五
五
年
に
は
三
二

O
O
デ
ィ

l
ナ
l
ル
で
あ
っ
た
の

カ(
9
)
 

る
。
オ
ス
マ
ン
側
の
史
料
で
は
、
首
初
五

l
二
O
ク
ル
シ
ユ
と
定
め
ら
れ
た
通
行
詮
代
は
、
先
速
の
よ
う
に
八
ク
ル
シ
ユ
と
な
り
、
そ
し
て
一

一
八
八
六
年
に
は
八
五

O
O
デ
ィ

l
ナ
1
ル、

一
八
九
九
年
に
は
一
五

0
0
0
デ
ィ

1
ナ
1
ル
と
、
宇
世
紀
で
五
倍
近
く
に
上
昇
し
て
い

八
九
二
年
初
に
出
さ
れ
た
、

オ
ス
マ
ン
政
府
か
ら
イ
ラ
ン
領
事
に
向
け
て
の
指
南
書
で
は
、
「
メ
ッ
カ
や
諸
聖
地
に
参
詣
す
る
王
子
、
宰
相
、

(
日
)

の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

近
侍
、

ウ
ラ
マ

l
は
無
料
」
と
し
た
上
で
、
各
誼
主
目
と
認
誼
の
金
額
が
【
表
】

一
部
の
サ
イ
イ
ド
、

【
表
】
に
よ
る
と
、

ペ
ル
シ
ア
語
通
行
誼
(
肝
民
1
3
3
き
三
、
ミ
臼
ご
む
は
五

O
ク
ル
シ
ユ
と
あ
り
、

二
等
滞
在
誼
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
通
行

詮
と
同
額
で
あ
る
。
ま
た
、
認
誼
費
の
面
で
は
、

メ
ッ
カ
巡
曜
の
窓
口
と
な
る
ジ
ツ
ダ
が
一
五
ク
ル
シ
ユ
と
他
の
都
市
よ
り
も
高
額
で
あ
る
も

の
の
、

ア
タ
パ

l
ト
へ
の
参
詣
者
が
最
も
多
く
利
用
す
る
ハ

l
ナ
キ
l
ン
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
や
シ
リ
ア
の
諸
都
市
と
同
じ
一

O
ク
ル
シ

ユ
の
料
金
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
タ
パ

l
ト
へ
向
か
う
参
詣
者
は
、

五
O
ク
ル
シ
ユ
の
通
行
誼
代
と
一

O
ク
ル
シ
ユ
の
認
諸
費

を
支
蹄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
金
額
は
、
昔
時
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
と
っ
て
決
し
て
廉
債
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

オ
ス
マ
ン
領
内
に
入
園
す
る
ハ

1
ナ
キ
1
ン
で
高
額
な
通
行
誼
を
要
求
さ
れ
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
不
満
が
、

ま
ず
こ
の
酷
に
集
中
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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(基準用通行設と認設費 10クルシュ

エルズルムおよびトラブゾン 5クルシュ

アレクサンドリア 10クルシュ

ジッダ 15クルシュ

ダマスクスおよびアレッポ 10クルシュ

ハーナキーン 10クルシュ

ノfグダード 5クルシュ

[表]

一等滞在読 100クルシュ

二等滞在詮 50クルシュ

三等滞在詮 20クルシュ

フランス語通行誼 50クルシュ

ベルシア語通行誼 50クルシュ

去
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幕
任
問
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叫
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部
汁
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リ
中
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宍
)
寸
・

2

E
待

ー「

加
え
て
オ
ス
マ
ン
側
の
言
い
分
に
よ
る
と
、
誼
明
書
の
値
段
は
、
「
富
者
も
貧
者
も
徒
歩
も
騎
乗
も

一
律
に
八
ク
ル
シ
ユ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

ベ
ル
シ
ア
語
旅
行
記
史
料
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ

(
H
)
 

う
に
、
昔
時
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
認
識
は
、
「
貧
者
や
徒
歩
の
者
は
無
料
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
通
行
誼
の
無
料
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
イ
ラ
ン
政
府
の
側
か
ら
度
々
正
式
な
要
請
が
な
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ラ
ン
大
使
か
ら
オ
ス
マ
ン
政
府
へ
の
要
請
で
は
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
二
割

は
貧
し
い
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
徒
歩
や
金
の
な
い
状
態
で
、
何
千
も
の
困
難
で
も
っ
て
ア
タ
パ

l
ト
へ

参
詣
す
る
た
め
、
彼
ら
の
通
行
詮
代
は
克
除
し
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
参
詣
者

全
般
か
ら
の
通
行
謹
代
の
徴
牧
を
非
難
す
る
丈
言
が
見
受
け
ら
れ
る

[ロ
O
K「
同
月

ωJヘ
ω
吋

N
N
¥
H
Cリ

切
(
)
〉
〉
巴
〈
Z
2
1
H
H
(
N
C
)

戸
¥
ち
]
0

ま
た
ベ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
、
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
政
府
の
高
官
が
無

料
化
を
求
め
て
霊
力
す
る
様
子
が
少
な
か
ら
ず
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
イ
ラ
ン
人

参
詣
者
に
と
っ
て
は
、
通
行
誼
と
は
「
不
首
な
金
銭
徴
牧
」
の
口
容
貝
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
一
九
世
紀
中
葉
に
イ
ラ
ク
へ
と
接
行
し
た
人
々
に
顕
著
で
あ
り
、

先
に
も
遮
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
イ
ラ
ン
側
で
は
未
だ
パ
ス
ポ
ー
ト
や
通
行
誼
と
い
っ
た
制
度

が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
事
賓
と
連
動
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
、

部
の
例
外
を
除
け
ば
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
は
こ
の
規
則
に
ま
っ
た
く
従
お
う
と
せ
ず
、
彼
ら
は
そ
の
制

度
が
勝
手
気
ま
ま
に
オ
ス
マ
ン
側
の
利
続
を
生
み
出
す
た
め
に
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
、

常
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
と
、
国
境
勤
務
の
オ
ス
マ
ン
政
府
役
人
は
記
す

[
ω
g
L
2
0
]
0
一
八
九
九

年
の

『
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
記
』
に
は
、
通
行
誼
を
持
た
ず
に
ハ

l
ナ
キ
l
ン
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、

二
倍
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
[
呂

Z
F虫
色
]
、

一
九
世
紀
最
末
期
に
お

十
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い
て
も
通
行
語
の
携
帯
は
、
懲
罰
を
課
さ
な
け
れ
ば
遵
守
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

一方、

二
O
世
紀
に
入
る
と
、
通
行

誼
の
検
査
は
よ
り
簡
便
化
し
、
オ
ス
マ
ン
朝
領
内
で
の
イ
ラ
ン
人
強
行
者
に
よ
る
通
行
誼
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
目
に
見
え
て
減
っ
て
い
る
こ

(ロ)

と
か
ら
、
通
行
詮
携
帯
が
イ
ラ
ン
人
の
聞
で
も
普
遍
的
に
な
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
通
行
詮
に
関
す
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
不
満
は
賓
際
に
は
、
「
誼
明
書
(
芯
丸

5)」
と
稽
し
て
金
銭
を
徴
牧
さ
れ

る
こ
と
に
あ
り
、
徒
歩
の
者
や
貧
者
は
克
除
、
と
い
う
慣
行
を
悪
用
し
、
詮
明
書
購
入
逃
れ
の
た
め
に
、
貧
者
を
装
う
参
詣
者
が
多
か
っ
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

一
方
で
オ
ス
マ
ン
政
府
側
も
、
「
一
八
七
七
年
文
書
」
で
は
、
「
何
度
も
彼
ら
の
誼
明
書
が
調
査
さ
れ
、
参
詣
者
ら

の
遅
延
が
生
じ
て
い
た
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
イ
ラ
ク
に
入
っ
た
参
詣
者
は
、
車
濁
で
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
数
百
人
や
時

に
は
数
千
人
規
模
で
、
詮
明
書
の
取
調
べ
の
た
め
に
至
る
所
で
待
機
さ
せ
ら
れ
る
参
詣
者
ら
の
不
満
は
想
像
に
難
く
な
い
。
加
え
て
次
項
で
見

る
よ
う
に
、
特
に
ハ

l
ナ
キ

1
ン
で
は
検
疫
を
乗
ね
て
い
た
た
め
に
、
彼
ら
の
不
自
由
さ
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

(二)

中倉

リ
リ止而

度

疫

コ
レ
ラ
や
ベ
ス
ト
と
い
っ
た
惇
染
病
の
護
生
は
、
非
常
に
警
戒
す
べ
き
こ
と
で
あ

(
日
)

る
。
特
に
巡
植
者
や
参
詣
者
は
、
集
圏
と
な
っ
て
麿
範
固
に
移
動
・
行
動
す
る
た
め
に
、
疫
病
流
行
の
極
め
て
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
メ
ツ

一
九
世
紀
は
惇
染
病
の
時
代
で
あ
る
。
政
府
に
と
っ
て
、

カ
巡
瞳
に
限
ら
ず
、
年
間
一

O
高
人
が
往
来
す
る
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
に
お
い
て
も
、
停
染
病
護
生
の
抑
止
は
オ
ス
マ
ン
政
府
の
閥
心
事
の
針
象

(
日
)

外
で
は
な
い
。
そ
の
上
イ
ラ
ク
で
は
、
秋
の
マ
ラ
リ
ア
熱
が
主
要
な
風
土
病
と
し
て
摩
げ
ら
れ
て
お
り
、
疫
病
に
無
縁
の
土
地
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
疫
病
蔓
延
へ
の
針
策
と
し
て
、
オ
ス
マ
ン
朝
で
は
一
八
三
八
年
に
検
疫
制
度
(
官
E
ロロ
E
¥
E
E巳
宮
山
)
を
導
入
す
る
こ
と
が
定

(
日
)

め
ら
れ
た
。
検
疫
は
、
メ
ッ
カ
、
巡
曜
者
が
主
た
る
封
象
者
で
あ
る
も
の
の
、
オ
ス
マ
ン
領
内
で
は
、
黒
海
か
ら
ベ
ル
シ
ア
湾
岸
の
園
境
に
、

八
四

0
年
代
の
比
較
的
早
い
時
期
に
検
疫
所
が
設
置
さ
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
衛
生
局
の
丈
書
に
よ
る
と
、

一
八
四
八
年
の
段
階
で
、
パ
グ
ダ
1

ド
州
で
は
、
バ
グ
ダ
ー
ド
、
パ
ス
ラ
、

マ
ン
ダ
リ
l
の
五
ヶ
所
に
検
疫
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確

ス
レ
イ
マ
ニ
エ
、

ハ
l
ナ
キ

l
ン、
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認
で
き
る
。
ま
た
、
バ
グ
ダ
ー
ド
州
内
に
配
置
さ
れ
た
検
疫
官
の
数
を
見
て
み
る
と
、

一
八
八
二
八
三
年
の
年
報
で
は
、
バ
グ
ダ
ー
ド
に
五

人

ア
マ

l
ラ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
っ
、
パ
ス
ラ
に
三
人
が
配
さ

ハ
l
ナ
キ
l
ン
に
五
人
、

カ
l
ズ
ィ
マ
イ
ン
、

カ
ル
パ
ラ

l
、
ナ
ジ
ャ
ブ
、

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
複
数
人
を
擁
し
て
い
る
場
合
の
筆
頭
の
検
疫
官
は
、
名
前
か
ら
判
断
し
て
欧
米
系
外
固
人
で
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
政
府
に

(
灯
)

お
い
て
は
、
検
疫
は
外
国
人
醤
師
の
指
導
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
本
稿
で
封
象
と
し
て
い
る
ハ

l
ナ
キ
l
ン
の
検

疫
所
に
は
、
州
都
で
あ
る
バ
グ
ダ
ー
ド
と
同
じ
例
外
的
と
も
言
え
る
五
人
の
検
疫
官
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
語
は
、
外
園
人
醤
師
を
筆

一
人
の
検
屍
官
と
な
っ
て
い
る
[
切
ω
5
0
0
¥
巳中
]

0

(
同
)

で
は
、
昔
時
の
検
疫
の
貰
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

頭
に
、
二
一
人
の
書
記
官
と
、

一
八
五

O
年
に
オ
ス
マ
ン
朝
で
護
布
さ
れ
た

「
検
疫
官
心
得
」
に

よ
る
と
、
族
行
者
に
は
必
ず
、
氏
名
と
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
を
尋
ね
、
も
し
感
染
地
域
か
ら
来
た
者
で
あ
れ
ば
、

一
O
人
を
一
部

屋
に
入
れ
、

一
方
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
検
疫
に
閲
す
る
イ
ラ
ン
側
の
最

一
人
の
警
備
員
を
配
す
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
[
切
(
〕
〉
の

ω同

ω臼
]

0

初
の
記
述
は
、

一
八
五
三
年
一

ハ
1
ナ
キ
ー
ン
検
疫
所
で
は
、
強
行
者
を
五
日
間
留
め

一
月
の
官
報
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、

置
き
、
煙
で
燥
し
、
燥
し
終
わ
っ
た
後
に
、

一
人
に
つ
き
三

0
0
0
デ
ィ

l
ナ
l
ル
を
徴
牧
す
る
、
と
あ
る
[
見
〈
円
口
¥
巴
ω
]
0

一
八
五
六
年

に
ハ

1
ナ
キ

1
ン
を
通
過
し
た
あ
る
参
詣
者
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

ハ
l
ナ
キ
l
ン
の
町
の
外
の
イ
ラ
ン
側
に
は
、
大
き
な
川
が
あ
り
、

一
ヶ
所
を
除
き
、
渡
る
場
所
は
他
に
は
な
い
。
参
詣
者
は
そ
の
場
所

を
通
っ
て
進
む
し
か
な
い
。
そ
の
川
を
渡
る
と
、
大
き
な
壁
が
あ
り
、
二
メ
ー
ト
ル
強
の
高
さ
が
あ
る
。
[
こ
こ
が
]
哀
れ
な
参
詣
者
た
ち

の
滞
在
地
で
あ
る
。
三

0
0
0も
の
人
や
家
畜
が
そ
の
中
に
場
所
を
取
り
、
誰
一
人
と
し
て
他
の
参
詣
者
に
場
所
を
譲
ろ
う
と
は
し
な
い
。

そ
し
て
一
隊
一
圏
ご
と
に
そ
の
中
で
場
所
が
輿
え
ら
れ
、
書
面
が
徴
牧
さ
れ
る
。
五
日
聞
の
う
ち
、
参
詣
者
の
一
圏
か
ら
誰
も
疫
病
で
死

な
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

五
日
日
に
徒
歩
の
者
で
あ
れ
騎
馬
で
あ
れ
、
三
二

O
O
[デ
ィ
l
ナ
!
と
を
徴
放
し
、
誼
明
書
(
h
a
b
H
ミ
)
を

渡
し
、
出
設
さ
せ
る
。
[
〉
(
庄
吋
ω]

455 

先
の
一
帽
島
の
記
述
と
は
異
な
り

一
九
世
紀
中
葉
の
検
疫
所
と
は
壁
で
固
ま
れ
た
空
間
に
過
、
ぎ
ず
、
ま
た
一

O
人
一
部
屋
で
は
な
く
、
数
千
の
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人
聞
や
家
畜
が
所
狭
し
と
一
緒
に
待
機
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
煙
で
燥
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
疫
病
流
行
時
以
外
は
消
毒
措
置
な
ど
は
な
く
、
人
々
は
車
に
数
日
聞
の
滞
在
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

オ
ス
マ
ン
政
府
の
導
入
し
た
検
疫
制
度
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
は
極
め
て
多
く
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
か
ら
は
様
々
な
苦
情
が
出
さ
れ
て
い
る
。
制

度
導
入
後
一

O
年
飴
り
を
経
た
と
き
の
「
一
八
五
四
年
丈
書
」
に
お
い
て
は
、
検
疫
に
釘
す
る
苦
情
は
ま
っ
た
く
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
一

八
七
七
年
文
書
」
で
は
、

一
三
項
目
の
う
ち
、
第
二
、
第
三
、
第
五
、
第
六
、
第
七
の
、
賓
に
五
項
目
が
検
疫
に
閲
す
る
問
題
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
第
六
、
第
七
の
二
項
目
を
以
下
に
畢
げ
る
。

「
一
八
七
七
年
丈
書
」
第
六
項

以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
検
疫
を
終
え
る
べ
く
待
機
し
て
い
る
参
詣
者
の
聞
で
、
も
し
一
人
が
病
気
に
な
り
、
死
亡
し
た
場
合
、

す
べ
て
の
参
詣
者
に
釘
し
て
検
疫
を
更
新
し
、
彼
ら
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
参
詣
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
一
部
の
者
た
ち
は
、
秘
密

裏
に
検
疫
の
役
人
に
金
銭
を
渡
し
、
出
費
の
許
可
を
得
て
い
る
。

〈
回
答
〉

た
と
え
、
死
者
が
出
た
と
き
に
期
聞
を
更
新
す
る
こ
と
は
原
則
に
遁
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
閲
し
て
は
何
も
言
う
こ
と
が

で
き
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
、
金
を
渡
し
許
可
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
許
し
が
た
い
行
矯
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
適
切
な
通
告
が
な
さ

れ
た
。

「
一
八
七
七
年
丈
書
」
第
七
項

検
疫
の
役
人
は
、
彼
ら
自
身
の
利
徒
に
鑑
み
て
、
病
人
に
つ
い
て
員
備
の
情
報
を
聞
い
た
り
聞
か
な
か
っ
た
り
し
、
あ
る
い
は
ま
っ
た

く
病
人
が
い
な
い
の
に
、
利
盆
を
得
る
た
め
に
、
即
座
に
検
疫
を
設
置
し
、
彼
ら
の
慣
習
を
賓
行
し
て
い
る
。

〈
回
答
〉

検
疫
の
設
置
や
取
り
消
し
は
、
イ
ス
タ
ン
プ
l
ル

(
E
E
E
C
の
保
健
局

(
E
Z
Z
H印

H
E々
と
の
法
律
と
音
山
見
に
託
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
讐
方
の
国
家
の
大
使
館
か
ら
一
人
ず
つ
任
命
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
件
に
閲
し
て
は
何
も
こ
こ
で
言
う
こ
と
は
で
き

ご
、
O

J
旬
、
L
V
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こ
こ
で
は
奉
げ
な
か
っ
た
第
一
一
、
第
三
項
を
合
わ
せ
た
上
で
、
同
丈
書
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、
検
疫
に
携
わ
る
外
国
人
醤

師
(
こ
こ
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
)
に
封
す
る
苦
情
が
あ
る
。
同
文
書
第
二
、
第
三
項
か
ら
は
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
日
に
は
、

(

刊

日

)

タ
パ

1
ト
に
運
ば
れ
る
イ
ラ
ン
人
の
遺
樫
に
封
し
て
侮
蔑
的
な
検
査
を
行
い
、
遺
瞳
を
冒
漬
し
て
い
る
、
と
映
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

ユ
ダ
ヤ
人
醤
師
は
ア

る
。
批
判
の
針
象
と
な
っ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
雇
わ
れ
醤
師
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
外
国
人
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
在
地
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で

あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
桁
ド
オ
ス
マ
ン
政
府
の
検
疫
官
に
は
、
少
な
く
と
も
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
西
洋
人
が
首
た
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
封

躍
が
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
気
を
害
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

績
い
て
の
苦
情
は
、
検
疫
期
間
の
長
さ
に
封
し
て
で
あ
る
。
昔
時
の
一
般
的
な
検
疫
期
間
は
五
日
間
だ
が
、
と
き
に
そ
れ
以
上
の
期
聞
が
課

(
幻
)

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
感
染
が
疑
わ
し
い
場
合
に
検
疫
期
聞
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
一
八
七
七
年
丈
書
」
第
六
項
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。
同
項
に
よ
る
と
、
検
疫
が
終
了
す
る
前
に
、
同
じ
参
詣
者
集
圏
の
中
か
ら
病
人
や
死
者
が
出
た
場
合
、
検
疫
が
再
更
新

さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
昔
時
の
検
疫
と
は
、
珠
防
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
隔
離
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、

同
じ
集
圏
内
か
ら
疑
わ
し
き
人
物
が
現
れ
た
場
合
、
す
べ
て
の
人
聞
を
再
検
査
す
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ィ

ラ
ン
人
参
詣
者
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
検
疫
制
度
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
な
い
。
あ
る
ガ

1
ジ
ャ

1
ル
政
府
高
官
の

『
ア
タ
パ

1
ト
参
詣
記
」
に

は
、
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
る
。

検
疫
の
た
め
の
滞
在
三
日
目
、
[
ハ
|
ナ
キ
1
ン
郡
長
の
]
伺

5
ミ
ロ
巴
巾
ロ
岳
が
再
び
機
嫌
伺
に
や
っ
て
来
た
。
私
は
言
っ
た
。
「
私
は
検
疫

の
規
則
に
従
わ
な
い
。
[
こ
れ
以
上
]
留
ま
ら
な
い
。
明
日
出
護
す
る
。
あ
な
た
は
満
足
か
、
否
か
?
」
[
郡
長
は
答
え
た
o
]

「
私
が
許
可
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
我
々
の
原
則
[
五
日
間
留
め
置
き
]
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
園
王
が
や
っ
て
来
た
と
し
て
も
留

め
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
あ
な
た
が
力
ず
く
で
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
ご
自
由
に
ど
う
ぞ
。
で
す
が
、
我
々
の
規
則
や
原
則
に
反

し
ま
す
。
あ
な
た
は
雨
固
家
聞
に
火
種
を
撒
く
こ
と
に
な
り
ま
す
ぞ
。
加
え
て
、
荒
野
で
あ
な
た
方
に
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
や
も
知
れ
ま

457 

せ
ん
。
」
[
阿
見
M

刊
誌
詰
お

ω
N
]
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納
得
を
泣
る
著
者
に
封
し
て
、
郡
長
は
、
「
も
し
一
日
で
も
減
じ
ら
れ
れ
ば
、
私
は
罷
克
さ
れ
、
政
治
問
題
と
な
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
そ

れ
を
聞
い
た
著
者
は
漸
く
矛
先
を
納
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
同
じ
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
い
た
二

0
0
0人
の
参
詣
者
た
ち
に
よ
る
騒

動
は
績
い
て
い
た
。
こ
の
他
に
も
、
同
検
疫
所
で
賓
際
に
生
じ
た
こ
と
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

か
の
地
[
ハ
l
ナ
キ
l
ン
]
に
滞
在
中
に
、
[
参
詣
者
ら
は
]
所
持
品
や
家
畜
を
押
牧
さ
れ
た
り
、
略
奪
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
[
検
疫
]
規

定
の
五
日
間
に
加
え
て
、

さ
ら
に
一

0
日
間
参
詣
者
た
ち
を
留
め
、
首
惑
の
荒
野
へ
と
晒
し
た
。
五
日
間
の
滞
在
中
、

[
役
人
た
ち
は
]
毎

日
三
二

O
O
[デ
ィ

l
ナ
!
と
を
参
詣
者
か
ら
徴
収
し
、

の
み
な
ら
ず
罵
晋
雑
言
を
浴
び
せ
て
い
た
。
毎
日
彼
ら
の
政
府
(
オ
ス
マ
ン
政

府
)
の
醤
師
が
、
検
疫
の
者
を
検
査
し
、
誰
で
あ
れ
瞳
調
不
良
の
者
を
見
か
け
た
ら
、
滞
在
期
聞
を
延
長
し
た
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
参
詣
者
を
苦
し
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

鍬
や
ツ
ル
ハ
シ
が
な
い
た
め
に
、

密
か
に
川
に
投
げ
入
れ
た

日
に
一

O
O人
が
死
ぬ
と
、

り
、
あ
る
い
は
地
中
の
浅
い
と
こ
ろ
に
埋
め
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
相
談
し
、

一
斉
に
病
人
を
置
い
て
出
費
し

た
。
検
疫
所
に
は
四

O
O
人
の
役
人
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
阻
止
す
る
勇
気
が
な
く
、
バ
グ
ダ
ー
ド
州
長
官
に
報
告
し
た
。
長
官
は

二
重
の
大
砲
を
率
い
て
彼
ら
を
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
参
詣
者
た
ち
も
ま
た
、
熱
意
と
熱
情
を
長
官
に
味
わ
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
長

官
は
事
が
こ
こ
に
至
っ
た
の
を
見
て
、
大
砲
を
引
き
返
さ
せ
、
彼
ら
を
サ
l
マ
ツ
ラ
l
へ
と
迭
ら
し
め
た
。
彼
ら
は
サ
l
マ
ッ
ラ
ー
か
ら

蹄
っ
て
く
る
と
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
門
の
外
に
あ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
に
五
日
間
留
め
置
か
れ
た
が
、
そ
の
後
検
疫
代
を
支
捕
い
、
詮
明

主
目

(
N
Q

同
庁
、
む
)
を
得
て
出
費
し
た
。
[
〉
〔
庄
戸
]

(
忽
)

検
疫
を
め
ぐ
る
暴
動
は
こ
の
他
に
も
何
件
か
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
検
疫
の
た
め
の
滞
在
を
好
ま
な
い
数
千
人
規
模

の
参
詣
者
集
園
を
統
率
す
る
た
め
、

オ
ス
マ
ン
政
府
は
軍
隊
を
動
員
し
、
銃
や
大
砲
で
も
っ
て
参
詣
者
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
。

ハ
l
ナ
キ

l
ン
で
検
疫
を
受
け
た
外
国
人
は
、
極
め
て
例
外
的
で
あ
る
が
一
人
挙
げ
ら
れ
る
。

一
八
七
二
年
に
イ
ン
ド
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ラ
ン
を
経
由
し
て
、
イ
ラ
ク
へ
入
ろ
う
と
し
た
出
色
広
司
は
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
の
命
令
で
こ
れ
ら
の
地
域
を
調
査
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
検
疫
所
で
は
、
「
規
則
は
巌
格
で
あ
り
、
最
正
に
遵
守
さ
れ
て
い
た
。
我
々
は
汚
染
さ
れ
た
固
か
ら
来
た
の
で
あ
り
、

ゆ
え
に
不
潔

十
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で
あ
る
と
宣
告
さ
れ
、
検
疫
だ
け
が
我
々
を
伊
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
の
理
由
に
よ
り
、
八
日
間
留
め
置
か
れ
た
。
彼
は
、
検
疫
所

(
お
)

の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
細
か
く
記
し
て
い
る
。

我
々
の
牢
獄

2
5
0ロ
ピ
戸
月
)
を
見
回
す
と
、

カ
ル
パ
ラ
ー
へ
の
途
上
、
こ
こ
で
拘
留
さ
れ
て
い
る
哀
れ
で
、
半
ば
餓
死
し
そ
う
な
参
詣

者
た
ち
の
集
圏
が
三
つ
四
つ
目
に
入
る
。
彼
ら
の
ゴ
ミ
や
ぼ
ろ
服
に
は
、
貧
困
と
窮
状
が
十
分
に
睦
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
か
ら
我
々
が

自
由
に
使
え
る
部
分
に
目
を
や
る
と
、
さ
ら
に
う
ん
ざ
り
す
る
光
景
に
出
く
わ
す
。
そ
こ
は
何
年
間
も
掃
除
さ
れ
ず
、
床
に
は
何
イ
ン
チ

も
の
汚
物
や
厩
肥
が
堆
積
し
て
い
る
。

扱
い
の
酷
さ
を
訴
え
出
た
切
巾
]
]
巾
耳
の
一
行
は
、
そ
の
後
近
所
の
庭
園
に
移
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
、
検
疫
の
役
人
以
外
、
町
の
人
々

と
接
偶
し
な
い
よ
う
に
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
兵
士
に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
八
日
聞
の
検
疫
期
間
を
終
了
し
出
費
し
ょ

う
と
す
る
が
、
診
断
書
が
間
に
合
わ
な
い
た
め
に
、
さ
ら
に
一
一
日
間
滞
在
を
延
長
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
や
政
府
高
官
の
場
合
は
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
で
は
な
く
、
民
家
の
庭
園
を
利
用
で
き
る
と
い
う
若
干
の
優
遇
措
置

が
採
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
検
疫
期
間
中
、

と
き
に
、
乞
食
や
浮
浪
者
は
ク
マ
や
サ
ル
と
一
緒
に
留
め
置
か
れ
た
と
い
う
ほ
ど
で
あ
り

[
〉
叶

r・
2]
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、

一
般
の
参
詣
者
ら
は
狭
く
て
汚
い
キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ラ
イ
や
固
い
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
昔
時
の
検
疫
制
度
は
、
参
詣
者
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
規
則
選
守
の
形
式
面
に
お
い
て
巌
格
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
聞
で
は
、
「
(
オ
ス
マ
ン
政
府
は
検
疫
の
際
)
特
に
、
参
詣
者
に
封
し
て
最
し
く
首
た
る
」
[
メ

-NE

(
出
)

呂
仏
]
と
み
な
さ
れ
、
彼
ら
の
不
満
や
批
判
の
矛
先
が
、
こ
の
制
度
そ
の
も
の
へ
と
向
か
う
事
態
を
招
い
て
い
た
。

さ
ら
に
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
よ
る
雄
行
記
史
料
で
は
、
検
疫
代
を
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
に
封
す
る
批
判
も
多
く
見
ら
れ
る
。

一
九
世
紀
後
宇
の

検
疫
代
は
、
三
二

O
O
l
五
0
0
0
デ
ィ

1
ナ
1
ル
だ
が
、
疫
病
が
流
行
し
て
い
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
高
額
の
検
疫
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
よ

(
お
)

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
疫
代
は
、
参
詣
者
に
よ
っ
て
は
支
掛
え
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い

[
句
戸
田
円
。
円
l

出
血
門
戸

B
N
ω
N
]
。

459 

あ
る
荻
行
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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私
は
貧
者
た
ち
の
こ
と
を
[
ハ
l
ナ
キ
l
ン
郡
長
に
]
頼
ん
だ
。
「
幾
人
か
は
何
も
持
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
か
ら
は
金
銭
を
徴
収
し
な
い
で

い
た
だ
き
た
い
」
と
。
彼
は
、
「
幾
人
か
は
、
財
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貧
者
の
服
装
を
し
て
い
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
[
そ
こ
で
]

数
人
の
貧
者
に
闘
し
て
は
、
彼
ら
か
ら
金
を
取
ら
な
い
よ
う
頼
ん
だ
。
そ
の
後
、

五
日
間
の
留
め
置
き
と
一
人
三
二

O
O
[デ
ィ

I
ナ
I

ル
]
を
徴
牧
す
る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
[
郡
長
は
]
「
幾
つ
か
の
理
由
が
あ
る
」
と
言
っ
て
、
留
置
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
参
詣
者
の
中
に
は
、
調
子
の
悪
い
者
や
病
人
が
お
り
、
こ
の
地
に
や
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
五
日
間
留
ま
れ
ば
、
あ
る
い
は
肥
え
る
で
あ

ろ
う
し
、
あ
る
い
は
死
ん
で
い
く
。

い
ず
れ
に
せ
よ
気
楽
な
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
我
々
が
徴
収
し

ょ
う
と
も
、
周
遣
を
警
備
し
て
い
る
軍
隊
や
護
衛
兵
に
渡
し
て
お
り
、
我
々
に
は
何
も
残
ら
な
い
o
」
[
河
島

N
Eき
お

ω
N
]

減
額
の
た
め
の
著
者
の
努
力
は
賓
を
結
、
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
曾
話
の
中
で
、

ハ
l
ナ
キ

l
ン
の
オ
ス
マ
ン
政
府
役
人
が
検
疫
期
間
中
に
は
放

っ
て
お
い
て
も
病
気
の
有
無
が
わ
か
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
昔
時
の
検
疫
の
賓
態
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
。

先
に
見
た
よ
う
に
「
一
八
七
七
年
丈
書
」
の
第
七
項
目
に
、
「
検
疫
の
役
人
は
、
(
中
略
)
利
益
を
得
る
た
め
に
、
即
座
に
検
疫
を
設
置
し
、

彼
ら
の
慣
習
を
貰
施
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
と
っ
て
は
、
数
日
聞
に
わ
た
っ
て
不
自
由
を
強
い
ら
れ
る
検
疫
制
度
と
は

オ
ス
マ
ン
政
府
が
利
続
を
得
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
軍
隊
に
よ
る
威
嚇
が
な
け
れ
ば
、
参
詣
者
の
側
か
ら
は
お
そ
ら
く
制
度
は
守
ら
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
固
境
役
人
は
、
主
旦
夜
を
間
わ
ず
参
詣
者
ら
の
安
全
の
た
め
に
警
備
を
し
、
そ
の
恩
恵
に
奥
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
平
不
満
を
言
、
っ
参
詣
者
ら
に
針
し
て
愚
療
を
こ
ぼ
す
な
ど

[
E
N
E
S
ω
巴
、
雨
者
の
姿
勢
は
相
容
れ
な
い
。

検
疫
は
公
衆
衛
生
と
い
う
観
貼
か
ら
見
る
と
、
疫
病
抑
止
の
た
め
に
重
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
首
時
の
賓
際
に
検
疫
封
象
と
な
る
人
々
か
ら

す
れ
ば
、
迷
惑
千
寓
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に
、
陸
路
は
ハ

l
ナ
キ

i
ン
の
み
が
イ
ラ
ン
側
に
聞
か
れ
た
国
境
で

(
お
)

あ
り
、
こ
の
地
で
二
度
に
数
千
人
が
検
疫
を
受
け
る
と
い
う
仕
組
み
は
、
決
し
て
放
率
的
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
検
疫
制
度
は
、

一
九
世
紀
中

葉
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
と
っ
て
は
賓
に
目
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
検
疫
の
た
め
に
人
々
は
バ
グ
ダ
ー
ド
方
面
へ
行
く
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
、

と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
[
同
〈
行
口
¥
お
ω]
、
ま
た
検
疫
所
で
は
、

ム
ス
リ
ム
の
子
供
た
ち
が
料
理
さ
れ
る
と
い
う
噂
も
麿
ま
っ
て
い
た
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同
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門
O
H
I
同
日
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H
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N
ω
ω
]
0

一
般
の
参
詣
者
ら
の
不
満
を
集
め
た
「
一
八
七
七
年
丈
書
」

の
第
五
項
で
は
、
「
検
疫
に
費
や
さ
れ
る
時
間

は
、
食
事
や
そ
の
他
の
品
物
に
閲
し
て
、
多
大
な
難
儀
が
奥
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
検
疫
期
間

中
の
滞
在
場
所
、
食
事
の
調
達
、
検
疫
官
の
封
磨
、
諸
経
費
と
賓
に
様
々
な
問
題
が
参
詣
者
ら
に
生
じ
て
い
た
こ
と
の
誼
左
で
も
あ
る
。
そ
れ

(
訂
)

ゆ
え
、
イ
ラ
ン
政
府
側
か
ら
は
、
参
詣
者
を
封
象
と
し
た
検
疫
制
度
の
廃
止
や
短
縮
化
が
常
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
前
項
の
通
行
誼
同
様
、
イ
ラ
ン
人
の
検
疫
に
封
す
る
拒
否
感
や
不
信
感
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
検
疫
制
度
を
導
入
し
た
の
が
一
八

三
八
年
と
い
う
早
い
段
階
に
あ
っ
た
一
方
で
、
イ
ラ
ン
で
は
検
疫
が
な
か
な
か
根
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
、
時
間
的
な
差
に
蹄
す
る
こ
と
が
で

(
お
)

き
る
。
イ
ラ
ン
で
最
も
早
い
検
疫
の
賓
施
は
、

一
八
五
一
年
九
/
一

O
月
に
イ
ラ
ク
で
の
疫
病
護
生
を
理
由
に
、
首
時
の
宰
相
で
あ
っ
た

(
鈎
)

〉
白
州
片
岡
田
町
H

が
ケ
ル
マ

l
ン
シ
ャ

l
州
長
官
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
以
外
に
、
イ
ラ
ン
圏
内
で
検
疫
が
貰
施

さ
れ
た
と
い
う
情
報
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
ず
、

ア
タ
パ

l
ト
か
ら
開
園
す
る
参
詣
者
た
ち
の
記
述
に
お
い
て
も
、
時
路
の
場
合
に
は
、

ナ
キ
l
ン
で
あ
れ
、
ケ
ル
マ

1
ン
シ
ャ
ー
で
あ
れ
、
数
日
間
に
わ
た
る
検
疫
で
留
め
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
は
、
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な

(
初
)

、L
V

一一

O
世
紀
の
初
頭
に
お
い
で
さ
え
、

ハ
1
ナ
キ
1
ン
で
は
、
イ
ラ
ン
人
有
力
者
が
検
疫
官
を
侮
辱
し
検
疫
規
則
に
則
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、

と
し
て
抗
議
が
出
さ
れ
て
い
る

オ
ス
マ
ン
政
府
側
か
ら
イ
ラ
ン
領
事
に
封
し
て
、

[回
O
〉
〉
富
岡
斗
互
回
一
ζ

印京
¥
N

∞]
0

こ
の
他
、

「
検
疫
達
反
は
疫
病
を
唐
め
る
こ
と
に
な
る
」

ベ
ル
シ
ア
湾
岸
の
ブ
1
シ
ェ
フ
ル
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

一
八
九
九
年
の
盛
夏
に
は
、
「
首
市

目
下
不
穏
中
な
り
。
政
府
は
英
国
の
指
揮
後
援
に
依
り
、
検
疫
規
則
を
融
行
せ
ん
と
園
り
し
に
市
民
は
之
を
好
ま
す
、
市
を
止
め
庖
を
閉
ち
寺

院
に
集
合
し
て
一
大
示
威
運
動
を
な
せ
る
最
中
な
り
」
と
停
え
ら
れ
て
お
り
、
検
疫
の
導
入
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
た
世
紀
の
節
目
に
お
い
て

も
、
検
疫
制
度
の
趣
旨
が
、
イ
ラ
ン
で
は
一
般
の
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、

コ
レ
ラ
菌
の
護
見
に
よ
る
醤
撃
の
進
歩
ゃ
、
疫
病
が
護
生
し
た
際
の
速
や
か
な
固
境
封
鎖
な
ど
に

461 

一
八
九
九
年
の
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
者
ら
は
、

よ
り
、
参
詣
者
の
検
疫
は
簡
略
化
し
て
い
っ
た
。

ハ
l
ナ
キ
1
ン
で
検
疫
を
受
け
る
も
の
の
、
滞

十

「

ノ、

55 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
円
ド
跡
部
リ
中
日
宍
)
寸
・

2

E
待

ー「

462 

(
犯
)

在
は
わ
ず
か
一
日
で
あ
る
。

ヨ
闘

税

関
税
徴
牧
の
責
を
負
う
税
関
も
ま
た
、

(
お
)

イ
ラ
ク
国
境
の
ハ

l
ナ
キ
1
ン
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
関
税
(
出
E
E
r
¥四
戸
田

Er)
は
、
先
の
通
行

詮
や
検
疫
と
異
な
り
、

一
八
世
紀
に
も
存
在
し
た
。
イ
ラ
ン
か
ら
の
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
者
の
闘
税
に
闘
し
て
は
、
第
一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
候
約

(
一
八
二
三
年
)
に
お
い
て
、
個
人
用
の
荷
物
の
場
合
は
、
基
本
的
に
閲
税
は
徴
収
さ
れ
ず
、
ま
た
仮
に
商
品
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
閥

税
徴
収
は
四
%
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
度
限
り
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
一
八
五
四
年
丈
書
」
と
「
一
八
七
七
年
丈
書
」

方
で
苦
情
が
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
関
税
徴
牧
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
ま
た
多
い
。
苦
情
の
内
容
は
、
「
取
る
に
た
り
な
い
物
品
か
ら
の
闘

税
[
徴
収
]
」
で
あ
る
。
「
取
る
に
た
り
な
い
物
品
」
と
は
、
「
一
八
五
四
年
丈
書
」
第
八
項
に
よ
る
と
「
参
詣
者
や
他
の
強
行
者
た
ち
の
、
個

人
の
衣
服
や
自
分
専
用
の
物
品
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
一
八
七
七
年
文
書
」
第
九
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
ワ
ク
フ
や
奉
納
や
贈
り
物
と
し
て

迭
っ
た
り
献
呈
さ
れ
た
り
す
る
物
品
」
で
あ
る
。
本
来
、
こ
れ
ら
は
私
物
あ
る
い
は
奉
納
品
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
、
克
税
品
と
し
て
扱
わ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
賓
の
国
境
税
関
で
は
、
こ
れ
ら
の
物
品
か
ら
も
関
税
が
徴
牧
さ
れ
て
い
た
。

首
時
イ
ラ
ン
か
ら
イ
ラ
ク
へ
の
輸
出
に
は
、
シ

1
ア
抵
参
詣
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る

F
2
5
2・口
¥
3
2
0

(
出
)

一
九
世
紀
の
イ
ラ
ン
か
ら
イ
ラ
ク
へ
の
輸
入
品
と
し
て
は
、
絹
、
水
タ
バ
コ
用
の
タ
バ
コ
、
盤
、
械
訟
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
後
遮
す

る
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
が
最
も
持
ち
運
び
ゃ
す
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
次
エ
ル
ズ
ル
ム
候
約
で
定
め
ら
れ
た
四
%
の
関
税
は
、
そ
の
後
上
昇
し
た
よ
う
で
あ
り
、
一
八
五
六
年
や
一
八
六
三
年
に
は
、
候
約
に

(
お
)

反
す
る
一
一
一
%
も
の
法
外
な
税
が
イ
ラ
ン
商
人
に
は
何
度
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
抗
議
が
オ
ス
マ
ン
政
府
に
出
さ
れ
て
い
る
。

% 
と

い
う
敷
字
の
員
備
は
不
明
で
あ
る
が
、
円
。
ロ
日
常
は
、

一
九

O
五
年
の
イ
ラ
ク
で
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
の
輸
入
品
の
闘
税
額
は
八
%
だ
と
し
、
報

告
書
刊
行
段
階
の
一
九

O
七
年
の
注
記
で
は
、
同
年
七
月
か
ら
一

一
%
に
な
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

一
方
イ
ラ
ク
か
ら
の
輸
出
品
は
わ
ず
か

十

「
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一
%
の
税
率
で
あ
っ
た

F
oロ
B
2
H
¥
N
E
P
口
¥
∞
巴
∞
印
N]
。

も
っ
と
も
、
イ
ラ
ク
の
税
関
は
ハ

l
ナ
キ
l
ン
の
み
で
は
な
く
、

バ
グ
ダ
ー
ド
な
ど
の
諸
都
市
に
も
配
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

ダ
1
ド
の
税
関
で
は
取
立
て
が
巌
し
く
、
「
参
詣
者
の
所
持
品
や
積
荷
が
ぱ
ら
撒
か
れ
、
(
中
略
)
数
人
[
の
役
人
]
が
誼
明
書
(
h
a
F
q
b
)

の
監

査
の
た
め
に
い
た
。
誼
明
書
を
所
持
し
て
い
な
い
者
は
み
な
[
入
城
を
]
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
参
詣
者
の
所
持
品
の
検
査
は
、
関
税
商
品
が
荷

(
訪
)

の
中
に
あ
る
の
に
隠
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
ば
か
り
に
極
め
て
巌
し
く
執
り
行
っ
て
い
た
」
[
勾
泊
怒
ら
喜
一
品
・
ω
己
と
ヨ
一
口
わ
れ
て
い
る
。

方
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
税
関
で
の
風
景
は
、
お
そ
ら
く
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
や
商
人
ら
の
税
関
逃
れ
の
行
潟
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
と
呼
摩
し
て
い
よ
う
。
オ
ス
マ
ン
政
府
の
園
境
調
査
官
は
ハ

1
ナ
キ
1
ン
の
税
関
に
つ
い
て
、

関
税
を
支
携
わ
な
い
た
め
に
、
高
慣
な
絹
や
そ
れ
に
類
似
し
た
も
の
を
遺
瞳
の
棺
の
中
に
隠
す
ほ
か
、
バ
グ
ダ
ー
ド
で
貰
っ
た
り
、
幾
人

か
の
友
人
に
贈
っ
た
り
す
る
た
め
に
隠
す
こ
と
や
、
リ
ン
ゴ
や
マ
ル
メ
ロ
と
い
っ
た
果
物
を
も
棺
の
中
に
隠
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

[
同
戸
門
担
日

L

匂
一
凶
]

と
、
棺
桶
の
中
に
商
品
を
隠
し
持
ち
、
税
関
検
査
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
行
局
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
特
に
、
絹

や
タ
バ
コ
、
賓
石
と
い
っ
た
高
慣
だ
が
か
さ
張
ら
な
い
商
品
は
、
参
詣
者
が
イ
ラ
ク
で
貰
り
捌
い
た
り
友
人
へ
の
土
産
に
し
た
り
す
る
格
好
の

(
幻
)

素
材
で
あ
っ
た
。
賓
際
、
首
時
の
ハ

l
ナ
キ
l
ン
税
関
で
は
、
何
も
持
た
ず
に
や
っ
て
来
る
金
持
ち
は
稀
で
あ
り
、
参
詣
者
は
シ
ョ
ー
ル
、
械

盤
、
金
銀
細
工
、
賓
石
、
仔
馬
な
ど
を
携
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る

[
ω
S
L
日

ω印
]

0

こ
の
よ
う
に
、
族
費
の
足
し
に
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
商
品
と
な
り
そ
う
な
も
の
を
、
衣
服
や
袋
、
果
て
は
棺
の
中
に
隠
し
持
っ
て
い
く
参

詣
者
ら
に
封
し
て
、

ハ
l
ナ
キ
l
ン
で
は
、
「
税
関
の
役
人
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
迫
害
や
侮
蔑
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
の
物
を

引
っ
騒
き
回
し
、
参
詣
者
ら
の
鞍
袋
に
銭
串
を
突
き
刺
し
、
女
性
の
衣
服
や
彼
女
た
ち
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
取
り
調
べ
る
」
[
「
一
八
七
七
年

文
書
」
第
九
項
]
ほ
ど
の
巌
し
い
取
調
べ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
イ
ラ
ン
側
か
ら
の
こ
の
苦
情
に
封
す
る
オ
ス
マ
ン
政
府
側
の
回
答
は
、

463 

個
人
の
物
品
か
ら
関
税
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
本
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ワ
ク
フ
や
奉
納
や
贈
り
物
と
し
て
逢
っ
た
り
献
呈
さ
れ

十
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た
り
す
る
物
品
は
、

ワ
ク
フ
鹿
吉
田

]-zIH2包
同
)
の
書
面
と
議
舎
の
法
案
に
基
づ
い
て
、
税
関
に
惇
え
ら
れ
た
方
法
で
、
古
く
か
ら
至

高
な
る
援
助
と
な
っ
て
お
り
、
無
料
で
通
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
纏
穫
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
も
し
参
詣
者
た
ち
の
物
品
の
中
に
、
闘
税
を
徴
牧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
関
税
が
徴
牧
さ

れ
る
こ
と
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
原
則
・
規
則
に
基
づ
い
て
、
査
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
一
層
、
参
詣
者
た
ち
の
事
が

容
易
と
な
る
よ
う
に
、
ま
た
不
平
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
参
詣
者
の
物
品
の
査
察
時
に
迅
速
な
便
宜
を
圃
り
、
問
題
が
生
じ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
す
る
。
特
に
女
性
の
物
品
の
査
察
に
閲
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
適
切
と
み
な
さ
れ
、
税
関
の
役
人
か
ら
関
税
膳
に
宛

て
て
、

二
人
の
女
性
が
査
察
官
と
し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
る
書
簡
が
迭
ら
れ
た
。

と
な
っ
て
い
る
。

ハ
l
ナ
キ

l
ン
や
バ
グ
ダ
ー
ド
な
ど
、
敷
回
に
わ
た
っ
て
関
税
を
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
に
封
す
る
族
行
者
の
不
満
は
大
き
く
、
績
く
「
一
八
七

七
年
文
書
」
第
一

O
項
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
遮
べ
ら
れ
て
い
る
。

参
詣
者
ら
が
カ
ル
パ
ラ
ー
や
ナ
ジ
ャ
フ
で
責
ろ
う
と
考
え
て
い
る
物
品
に
閲
し
て
、
税
闘
か
ら
通
行
誼
を
受
け
取
り
、
別
の
場
所
で
貰
ろ

う
と
望
ん
だ
場
合
、
税
関
の
役
人
た
ち
は
そ
の
誼
明
書
を
受
け
付
け
ず
、
再
度
開
税
を
徴
牧
し
、
迫
害
を
加
え
て
い
る
。

オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
こ
れ
へ
の
回
答
と
し
て
、
「
こ
の
種
の
物
品
に
閲
し
て
は
、
彼
ら
の
誼
明
書
に
記
載
さ
れ
た
場
所
に
到
着
後
、
そ
の
場
所

か
ら
別
の
場
所
に
移
迭
す
る
場
合
は
、
詮
明
書
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
詮
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
所
以
外
の

と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
場
合
は
、
仮
に
詮
明
書
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
関
税
を
徴
牧
・
領
収
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
秩
序
に
基
づ
い

た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
参
詣
者
と
い
え
ど
も
商
品
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
血
厳
密
に
管
理
し
、

閲
税
を
徴
収
し
て
い
た
。

一
方
、
「
参
詰
者
が
商
品
を
持
た
な
い
場
合
、
闘
税
は
徴
牧
さ
れ
な
い
」
と
い
う
エ
ル
ズ
ル
ム
篠
約
中
の
文
面
を
、

イ
ラ
ン
人
参
詣
者
側
が
掻
大
解
稗
し
、
参
詣
者
の
荷
物
は
す
べ
て
克
税
、
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
決
し
て
否
定
は
で
き
な
い
。
加

え
て
、
政
府
高
官
や
有
力
者
ら
の
場
合
に
は
、
多
少
の
心
づ
け
や
賄
賂
を
オ
ス
マ
ン
政
府
役
人
に
渡
す
こ
と
で
閥
税
を
逃
れ
て
い
る
場
合
が
あ

十
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お
)

り
、
参
詣
者
の
聞
で
も
、
一
吐
舎
的
地
位
如
何
に
よ
る
不
平
等
が
生
じ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
関
税
を
徴
収
さ
れ
る
側
の
参
詣
者
と
、
こ
れ

ら
の
参
詣
者
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
オ
ス
マ
ン
政
府
役
人
と
の
攻
防
が
、
税
関
で
は
繰
り
唐
げ
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、

オ
ス
マ
ン
政
府
が
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
や
旋
行
者
の
積
荷
を
調
べ
る
の
は
、
関
税
徴
牧
と
い
う
目
的
に
は
限
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
と
き
に
、
書
物
に
関
し
て
念
入
り
な
調
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
昔
時
の
イ
ラ
ク
に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が

シ
l
ア
振
の
影
響
掻
大
を
恐
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
イ
ラ
ン
人
が
シ

1
ア
汲
思
想
を
晴
一
惇
す
る
書
物
を
持
ち
込
む
こ
と
を
防
ぐ

た
め
で
あ
っ
た
。
あ
る
イ
ラ
ン
政
府
高
官
は
、
「
イ
ラ
ン
の
地
か
ら
皐
生
や
参
詣
者
な
ど
が
持
っ
て
く
る
本
は
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
税
闘
で
検
査

さ
れ
る
し
き
た
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
学
を
一
目
見
た
だ
け
で
テ
イ
グ
リ
ス
川
に
投
げ
捨
て
て
い
る
」
と
非
難
し
て
い
る
が
[
長

N
E
コ
ム
、

オ
ス
マ
ン
政
府
に
よ
る
荷
物
の
検
査
は
、
課
税
釘
象
品
の
有
無
の
み
な
ら
ず
、
検
閲
と
い
う
目
的
か
ら
も
、
シ
1
ア
抵
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
イ
ラ

(
却
)

ン
人
参
詣
者
に
封
し
て
特
に
巌
格
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
イ
ラ
ク
の
税
関
で
は
、
本
来
は
克
税
で
あ
っ
た
参
詣
者
の
手
荷
物
か
ら
も
関
税
が
徴
牧
さ
れ
、
さ
ら
に
一
度
徴
収
さ
れ
れ
ば
二

度
と
徴
牧
さ
れ
な
い
規
則
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
要
都
市
ご
と
に
数
度
に
わ
た
っ
て
徴
牧
さ
れ
る
な
ど
、
参
詣
者
に
封
し
て
不
吉
な

取
立
て
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
役
人
に
よ
る
過
度
の
取
調
べ
や
取
立
て
が
あ
る
一

方
、
逆
に
、
放
先
で
の
金
銭
調
達
の
必
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
参
詣
者
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
商
品
を
隠
し
持
っ
て
行
く
イ
ラ
ン
人
参

詣
者
の
し
た
た
か
さ
も
ま
た
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

U 

西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
近
代
化
」

の

側
面

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
制
度
を
め
ぐ
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
園
境
官
吏
と
の
攻
防
か
ら
、
首
時
の
西
ア
ジ
ア
一
吐
舎

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

465 

余
の
未
だ
館
内
に
至
ら
ざ
る
に
早
く
既
に
小
吏
閑
人
の
輩
群
集
し
来
っ
て
暗
一
々
誇
々
煩
に
堪
へ
ず
、
僅
に
棲
上
の
一
室
を
得
て
特
に
入
ら
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466 

ん
と
す
る
や
、

一
人
の
日
く
「
余
は
検
疫
官
な
る
が
健
康
謹
を
携
ふ
る
に
非
ざ
る
よ
り
は
巴
克
達
徳
[
バ
グ
ダ
ー
ド
]
に
至
る
べ
か
ら
ず
、

之
を
輿
ふ
べ
け
れ
ば
即
刻
従
者
馬
夫
共
都
合
三
名
各
五
克
蘭
[
ケ
ラ
l
ン
]
を
出
さ
れ
よ
」
と
。
又
一
人
の
日
く
「
余
は
税
関
吏
な
れ
ば

悉
く
荷
物
を
検
査
す
べ
く
、
速
に
行
李
を
聞
く
べ
し
」
と
。

一
人
の
又
日
く
「
余
は
地
方
官
な
り
旋
券
を
示
さ
れ
よ
」
と
。
其
の
雑
踏
賓

に
名
賦
す
べ
か
ら
ず
。
先
づ
十
五
克
蘭
を
奥
へ
て
検
疫
官
を
去
ら
し
め
、
旋
券
を
示
し
て
地
方
官
を
婦
ら
し
め
、
次
に
行
李
の
検
査
と
な

っ

た

。

[

幅

島

一

一

二

四

]

一
帽
島
の
こ
の
記
述
に
は
、
族
券
や
検
疫
や
闘
税
な
ど
、
す
べ
て
の
査
察
が
一
度
に
行
わ
れ
て
い
た
首
時
の
ハ

1
ナ
キ

1
ン
の
様
子
が
象
徴
さ
れ

て
い
る
。
イ
ラ
ン
か
ら
の
旗
行
者
に
し
て
み
る
と
、
園
境
を
越
え
て
、
「
異
園
」
に
足
を
踏
み
入
れ
る
や
否
や
、
査
誼
、
検
疫
、
闘
税
と
い
っ

た
初
め
て
の
シ
ス
テ
ム
に
次
々
と
晒
さ
れ
、
そ
し
て
様
々
な
金
銭
的
要
求
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
参
詣
者
ら
の
批
判
が
一
様
に

ハ
ー
ナ
キ
l
ン
で
の
彼
ら
に
針
す
る
扱
い
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一方、

ハ
l
ナ
キ
l
ン
で
検
疫
醤
師
を
務
め
た

ω向
日
仏
は
、
詮
明
書
を
護
行
す
る
際
に
、

イ
ラ
ン
人
参
詣
者
は
値
切
っ
た
り
、
贋
金
を
出
し

て
み
た
り
、

ロ
パ
の
分
は
挽
お
う
と
し
て
も
妻
の
分
は
挽
い
た
が
ら
な
い
な
ど
、
決
し
て
素
直
に
支
挽
い
に
庭
じ
よ
う
と
は
し
な
い
様
子
に
鰯

れ
、
「
私
は
、
参
詣
者
た
ち
の
中
で
、
そ
れ
は
高
い
位
の
人
物
で
さ
え
同
じ
で
あ
る
が
、
問
題
な
く
支
梯
お
う
と
す
る
の
を
見
た
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
」
と
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

イ
ラ
ン
人
全
瞳
に
共
通
す
る
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
、
彼
ら
の
金
に
封
す
る
執
着
心
を
奉
げ
、
「
検

疫
の
不
正
(
-
J
ロ吉田門戸

2
F
E
C
E
H
g
E
E
O
)
に
抗
す
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
」
大
半
が
検
疫
代
を
頑
な
な
ま
で
に
支
梯
お
う
と
し
な
い
、
と

彼
は
迷
べ
て
い
る

[ωgLZω
目
白
。
こ
の

ω
E巳
の
言
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
は
往
々
に
し
て
、

ハ
l
ナ
キ
l
ン
で
の
種
々
の

支
梯
い
を
拒
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
「
一
八
七
七
年
丈
書
」
第
五
項
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
検
疫
の
役
人
た
ち
が
土
地
の
役
人
た
ち
と
協

同
し
て
、
糧
食
や
食
料
の
販
買
を
数
人
の
雑
貨
商
に
限
定
し
、
彼
ら
も
ま
た
、
貴
重
な
パ
ン
や
そ
の
他
の
品
物
に
砂
や
土
を
混
ぜ
、
参
詣
者
ら

に
封
し
て
過
度
の
掛
け
値
を
行
っ
て
い
た
」
と
、
言
い
が
か
り
と
し
か
取
れ
な
い
よ
う
な
非
難
を
向
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

ア
タ
パ

l
ト
参
詣
者
と
オ
ス
マ
ン
政
府
役
人
と
の
、

ハ
l
ナ
キ
l
ン
で
の
ト
ラ
ブ
ル
は
諸
史
料
中
様
々
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
枚
翠
に
暇
が

十
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な
い
。
こ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
年
間
一

O
高
人
に
の
ぼ
る
参
詣
者
が
イ
ラ
ン
か
ら
イ
ラ
ク
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
こ
の
事
賓
か
ら
は
、
参
詣
と
い
う

行
局
が
一
部
の
特
権
階
級
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
一
般
の
民
衆
に
浸
透
し
始
め
た
こ
と
を
物
語
る
と
同
時

に
、
十
分
な
資
金
の
な
い
者
や
、
放
に
不
慣
れ
な
者
た
ち
ま
で
も
が
イ
マ

l
ム
廟
参
詣
と
い
う
口
賓
の
も
と
に
長
期
間
の
遠
匝
離
放
行
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
タ
パ

1
ト
参
詣
は
、
敷
ヶ
月
か
ら
中
十
年
に
わ
た
る
長
放
で
あ
り
、
そ
の
費
用
は
枇
合
目
的
身
分
に
鷹
じ

は
す
る
も
の
の
、

ほ
ほ
中
十
年
か
ら
一
年
分
の
俸
給
に
相
嘗
し
た
。
彼
ら
の
旋
中
の
様
相
は
、
き
わ
め
て
質
素
で
慎
ま
し
や
か
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
々
に
封
し
、
固
家
と
い
う
上
か
ら
の
「
、
近
代
化
」
が
生
じ
る
の
が
、
西
ア
ジ
ア
枇
舎
で
は
、

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け

て
な
の
で
あ
る
。

加
え
て
、

ア
タ
パ

l
ト
の
シ
l
ア
抵
諸
聖
地
は
昔
時
、
オ
ス
マ
ン
政
府
と
い
う
異
な
る
国
家
権
力
に
属
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ラ
ン
か

ら
の
参
詣
者
に
と
っ
て
、
シ
1
ア
抵
聖
地
が
白
固
で
は
な
く
、
異
国
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
固
と
他
国
と
い
う
概
念
が
、
近
代
以

前
に
ど
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
一
九
世
紀
に
は
、
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
園
境
概
念
の
確
立
と
と

も
に
、
「
固
家
」

の
領
域
が
劃
定
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
中
で
園
境
の
検
問
所
と
い
う
入
管
施
設
は
、
旗
行
者
を
し
て
異
な
る
政
瞳
を
最
初
に

睦
感
せ
し
め
る
場
と
し
て
機
能
し
た
。
ま
た
そ
の
場
所
で
、
列
強
に
倣
っ
た
近
代
化
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
オ
ス
マ
ン
朝
と
い
う
国
家
か
ら
の
要

請
が
、
個
々
人
に
課
さ
れ
る
身
分
置
や
検
疫
と
い
う
新
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
園
家
に
よ
る
個
人
の
管
理
は
、
他
方
、
個
々
人
に

と
っ
て
も
、
「
園
籍
」
と
い
う
一
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
じ
る
機
舎
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
イ
ラ
ン
か
ら
の
参
詣
者
ら
は
、
園
境
の
検

問
所
で
別
の
政
瞳
の
存
在
を
日
の
嘗
た
り
に
し
、
そ
の
先
の
異
園
の
中
で
「
身
分
詮
」
を
持
ち
歩
く
こ
と
で
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

思
考
す
る
き
っ
か
け
を
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ア
タ
パ

l
ト
参
詣
と
い
う
昔
時
の
流
行
で
あ
っ
た
宗
数
的
行
局
を
見
て
も
、
こ
の
「
国
民
概
念
」
の
創
出
が
、

ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
や
オ
ス
マ

467 

ン
朝
領
域
内
の
讐
方
の
人
々
に
影
響
を
奥
え
て
い
た
こ
と
が
誼
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ア
ラ
ブ
」
「
ト
ル
コ
」
「
シ
1
ア
」
「
ス
ン
ナ
」
と
い
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468 

う
従
来
の
「
自
己
・
他
者
」
の
認
識
概
念
の
枠
組
み
に
、
「
イ
ラ
ン
人
(
『
巴
)
」
「
オ
ス
マ
ン
人

(
d
F
B
E
H
)
」
と
い
う
枠
組
み
が
加
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
枠
組
み
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
オ
ス
マ
ン
朝
下
の
イ
ラ
ク
へ
放
し
た
参
詣
者
ら
に
、
こ
の
時
期
特
に
額
著
に

見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
二
次
エ
ル
ズ
ル
ム
候
約
が
締
結
さ
れ
た
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
圃
境
線
に
よ
っ
て
劃
さ
れ
る
「
園
家
」
の
枠

組
み
に
押
し
込
め
ら
れ
た
の
は
、
固
境
地
帯
の
遊
牧
民
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
領
域
内
に
暮
ら
す
す
べ
て
の
「
国
民
」
も
ま
た
し
か
り
で
あ
っ

た
。
「
国
民
」
と
な
っ
た
彼
ら
は
、
そ
の
固
境
を
越
え
て
異
国
に
蔵
す
る
際
に
、
国
境
に
設
け
ら
れ
た
新
制
度
を
通
じ
て
、
上
か
ら
の
近
代
化

と
封
峠
し
、
そ
し
て
そ
の
産
物
と
し
て
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
模
索
の
場
を
得
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
、

一
九
世
紀
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
と
オ
ス
マ
ン
政
府
と
の
闘
係
を
、
参
詣
者
が
初
め
て
日
に
す
る
園
境
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
特

に
一
九
世
紀
後
半
に
見
ら
れ
る
問
題
と
し
て
、
近
代
化
に
伴
っ
た
、
圃
家
に
よ
る
「
国
民
管
理
」
の
問
題
が
奉
げ
ら
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
政
府
の

課
す
通
行
誼
制
度
や
検
疫
制
度
の
強
化
な
ど
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
。

近
代
化
を
推
し
進
め
て
い
く
一
九
世
紀
に
あ
っ
て
は
、
外
国
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
参
詣
者
ら
は
国
家
シ
ス
テ
ム
の
相
違
に
起
因
す
る
様
々
な

制
度
に
面
食
ら
い
、
不
満
が
よ
り
一
層
増
大
す
る
結
果
を
招
い
た
。
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
ら
が
問
題
と
す
る
オ
ス
マ
ン
政
府
の
針
懸
は
、

ほ
ぼ
す

べ
て
が
オ
ス
マ
ン
朝
と
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
朝
と
い
う
二
国
家
の
近
代
化
の
速
度
の
相
違
に
牧
飲
す
る
。
オ
ス
マ
ン
朝
で
は
、

身
分
詮
と
査
詮
を
晶
兼
ね
た
通
行
詮
の
携
行
を
族
行
者
に
義
務
付
け
、
集
圏
と
な
っ
て
や
っ
て
く
る
参
詣
者
に
封
し
て
、
公
衆
衛
生
の
観
貼
に
よ

一
九
世
紀
に
な
る
と
、

り
検
疫
制
度
を
導
入
し
て
い
た
。
そ
れ
に
釘
し
、
イ
ラ
ン
で
は
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
遅
れ
、

一
九
世
紀
後
竿
に
至
っ
て
さ
え
、
園

境
で
初
め
て
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
に
直
面
す
る
参
詣
者
ら
の
聞
に
は
、
制
度
へ
の
無
理
解
が
虞
ま
っ
て
い
た
。
イ
ラ
ン
か
ら
の
参
詣
者
が
通
行

誼
や
検
疫
と
い
っ
た
諸
制
度
を
滞
り
な
く
受
け
入
れ
る
の
は
、
賓
に
一
九
世
紀
最
末
期
か
ら
二

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一方、

オ
ス
マ
ン
政
府
の
役
人
が
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
よ
る
莫
大
な
経
済
放
果
を
理
解
し
つ
つ
も
、
参
詣
者
を
冷
遇
し
て
い
た
こ
と
も
事
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賓
で
あ
る
。
参
詣
者
ら
は
、
イ
ラ
ク
に
入
る
と
様
々
な
場
面
で
、
彼
ら
に
封
す
る
不
嘗
な
扱
い
に
直
面
し
た
。
そ
の
た
め
、
銭
道
敷
設
と
い
っ

た
オ
ス
マ
ン
朝
の
先
進
性
を
許
慣
は
し
で
も
、

オ
ス
マ
ン
朝
や
イ
ラ
ク
の
現
状
を
評
慣
す
る
撃
は
、
参
詣
者
の
中
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
れ
な

い
の
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
側
の
冷
遇
と
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
側
の
過
度
な
ま
で
の
被
害
者
意
識
の
背
景
に
は
、
イ
ス
ラ
l
ム
枇
舎
の
中
で
の
宗
祇
の
相
違
も

ま
た
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
度
の
エ
ル
ズ
ル
ム
倹
約
で
は
、
同
じ
イ
ス
ラ

1
ム
園
家
と
し
て
、
宗
祇
の
相
遣
を
超
え
た
協
調
を
誼

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
賓
に
は
、
シ

l
ア
振
で
あ
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
に
釘
す
る
侮
蔑
が
オ
ス
マ
ン
朝
下
の
ス
ン
ナ
抵
の
人
々
の
聞

で
蔓
延
し
て
い
た
。
こ
の
貼
が
ま
た
、
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
が
オ
ス
マ
ン
朝
や
イ
ラ
ク
の
人
々
に
封
し
て
抱
く
不
信
感
の
源
泉
と
も
な
っ
て
お
り
、

雨
者
の
相
容
れ
な
い
姿
勢
が
如
貰
に
看
取
で
き
る
部
分
で
も
あ
る
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
相
乗
放
果
と
な
り
、

ア
タ
パ

1
ト
参
詣
を
行
う

ガ
l
ジ
ャ

l
ル
朝
イ
ラ
ン
の
人
々
に
、
自
己
や
他
者
と
い
っ
た
認
識
概
念
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
は
高
い
。

本
稿
で
主
に
依
撮
し
た
二
黙
の
外
交
丈
書
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
議
論
は
、
「
搾
取
さ
れ
る
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
」
と
「
園
民
を
管
理
す
る
園
家
」

と
い
う
一
一
つ
の
立
場
の
相
遣
を
表
し
て
い
る
。
イ
ラ
ン
側
は
、
通
行
詮
や
検
疫
や
閥
税
の
名
目
で
徴
牧
さ
れ
る
金
額
を
「
不
骨
固
な
徴
牧
で
あ

オ
ス
マ
ン
朝
の
闘
係
役
人
の
封
磨
を
非
難
す
る
が
、
オ
ス
マ
ン
側
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
園
家
シ
ス

る
」
と
す
る
理
論
に
立
脚
し
、

テ
ム
の
法
の
範
圏
内
の
こ
と
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
イ
ラ
ン
側
の
苦
情
の
根
本
的
な
部
分
は
解
し
が
た
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
雨
者
の
議

論
が
噛
み
合
わ
な
い
印
象
を
受
け
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
賄
に
あ
ろ
う
。
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
同
じ
イ
ス
ラ
l
ム
園
家
と
い
え
ど
も
、

オ
ス

マ
ン
朝
と
イ
ラ
ン
で
は
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、

一
九
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
大
き
な
格
差
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
シ
ス
テ
ム

を
強
要
さ
れ
る
個
々
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
政
府
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
新
制
度
は
、

さ
ら
に
理
解
の
範
障
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
個
々
人

を
特
定
し
、
隼
重
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
近
代
的
な
諸
制
度
は
、
首
人
た
ち
に
と
っ
て
は
逆
に
十
把
一
絡
げ
に
さ
れ
自
掌
心
を
傷
つ
け
ら
れ

る
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
と
い
う
一
つ
の
宗
数
的
行
馬
か
ら
、
上
か
ら
の
「
近
代
化
」
に
翻
弄
さ
れ
る
昔
時
の
人
々

469 

の
様
子
が
歴
然
と
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
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部
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部
リ
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U
N
L

「、b
w
N

叶

(]{ω
吋吋
ω)

官
官
。
吋
印
]
{
吋
∞
∞

(
2
)

イ
ラ
ン
外
務
省
附
属
外
交
・
文
書
歴
史
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
原
本

(
H
4
0
5
5
¥
百¥⑤
¥
H
N
)
で
は
、
各
質
問
の
上
部
に
回
答
が
朱
色

で
斜
め
書
き
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
オ
ス
マ
ン
語
文
書
で
の
質

疑
磨
答
の
典
型
的
な
様
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
校
訂
者
は

書
式
の
形
態
な
ど
に
留
意
せ
ず
、
物
腰
的
に
上
部
か
ら
校
訂
し
た
た

め
、
校
訂
の
順
序
は
逆
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
リ
ト
ル
コ
語
版
も
現
存

(
Z
O
H
M
S
¥
5
¥⑤
¥
ω
)
o

ま
た
校
訂
で
は
、
文
書
の
年
代
が
「
お

そ
ら
く
ヒ
ジ
ユ
ラ
暦
一
二
九
四
年
」
[
の
巳
C
H
H
H
¥印
ω
∞
]
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
原
本
の
奥
附
か
ら
、
二
一
九
三
年
ズ

l

・
ア
ル
ヒ
ツ

ジ
ャ
月
二
四
円
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(
3
)

シ
ャ
ル
ダ
ン
『
ベ
ル
シ
ア
見
聞
記
』
(
岡
田
直
次
語
注
)
、
平
凡
枇

東
洋
文
庫
、
一
九
九
七
、
二
四
頁
。

(
4
)

切
(
〕
〉
同
一
ζ
〈
F
N
0
2参
照
。
そ
の
後
一
八
六
六
年
の
人
口
調
査

で
は
、
全
園
氏
に
針
し
て
オ
ス
マ
ン
臣
民
唯
一

d
c
a帰宅
1
2遺
言
々
と

が
護
行
さ
れ
、
一
八
八
一
八
二
年
の
セ
ン
サ
ス
時
に
は
、
兵
員
登

録
の
観
恥
か
ら
号
込
宅
内
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
と
い
う

[
同
日
古
田
グ
阿
国

R
0
2
0日
山
口
句
口
町
己
山
P
C口
問
。
門
O
H
(
片
山
山
口
門
目
。
。
ロ
ー

印戸印。同

5
2
¥∞
N
5
8
3
」口一
hhH円
切
。
(
呂
吋
∞

)

J

日
)
甘
巨
人

F
N日
C

]

0

こ
の

H
R
P
2
は
、
お
そ
ら
く
身
↓
八
分
八
分
刀
諮

(zお言Nど帆」¥「ぎど5h
円守言内玲N九

「
逼
行
諮
」
と
は
異
な
る
と
出
忠
心
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
オ
ス
マ

ン
朝
で
は
早
く
か
ら
通
行
詰
や
身
分
諮
の
必
要
性
が
説
か
れ
、
居
住

し
て
い
る
州
(
ヨ
Z
ヨ
)
を
越
え
る
際
に
は
そ
の
携
帯
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
た

[
F
o
E
Z
H
口
¥
∞
品
。
∞
品
、
吋
]

0

一
方
、
一
八
六
九
年
に

は
、
新
し
い
通
行
詮
法
が
オ
ス
マ
ン
朝
で
制
定
さ
れ
た
と
い
う
報
告

471 

」

が
あ
る
が
[
の
巳
C

日
¥NE]、
法
案
そ
の
も
の
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(
5
)

通
行
設
の
原
物
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
在
イ
ス
タ
ン
プ
l

ル
・
イ
ラ
ン
大
使
館
務
行
の
滞
在
許
可
話
回
C
〉
〉
ロ
〈
日
山
口
〈
何

(
N
C
)

吋C
¥
H
]

の
様
式
か
ら
類
推
し
た
。
こ
の
他
、
イ
ス
タ
ン
プ
ー

ル
で
の
滞
在
詮
(
一
八
八

O
年
設
行
)
と
、
係
法
オ
ス
マ
ン
臣
民
謹

書
(
一
八
九
七
年
)
の
サ
ン
プ
ル
が
存
在
す
る

[
C
E
d
E
¥
N
g
u

ω-AHω-印
]

0

(
6
)

一
八
六
二
年
の
あ
る
メ
ッ
カ
巡
躍
者
は
、
イ
ラ
ン
を
出
て
ロ
シ
ア

領
テ
イ
フ
リ
ス
に
入
る
際
、
「
パ
ス
ポ
ー
ト
(
古
宮
古
口
え
)
」
と
題
し

て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

zaH巳ーロ
21FhbLP3b喜一平

3
h
b
k
b
s
g
N
b
L
P
S
民

己

主

♂

白

山

田

グ

ロ

E
P
5
2
P

H
U

吋印
]

0

放
行
を
始
め
る
と
き
に
は
、
少
な
く
と
も
ロ
シ
ア
政
府
の
ワ
キ
ー

ル
か
ら
、
彼
ら
の
用
語
で
パ
ス
ポ
ー
ト
、
ま
た
我
々
の
用
語
で
は

E
N
E
E
と
呼
ぶ
紙
片
を
、
定
ま
っ
た
金
額
を
支
梯
っ
て
受
け
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
道
中
で
待
た
さ
れ
た
り
、
不
備
が

な
い
よ
う
に
し
た
け
れ
ば
、
こ
の

E
N
E
H臼
に
、
「
C
E
N
E
H
印」

と
呼
ば
れ
る
印
璽
が
押
さ
れ
る
よ
う
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
紙
片
を
手
に
し
た
ら
、
ロ
シ
ア
領
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

園
境
で
は
混
雑
が
激
し
く
、
荷
物
用
に
税
闘
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

放
行
者
の
脇
や
ポ
ケ
ァ
ト
を
調
べ
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
電
報
局

や
町
に
到
着
し
た
ら
、
こ
の

S
N
E
S
を
役
人
に
見
せ
よ
。

(
7
)

一
八
四
九
年
の
イ
ラ
ン
大
使
に
よ
る
報
告
で
は
、
イ
ラ
ン
で
は
通

行
詮
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
バ
グ
ダ
ー
ド
州
長
官
が
通
行
訟
を
溌
行
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し
、
そ
の
利
盆
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
い
る
た
め
に
、
イ
ラ
ン

側
の
損
失
は
甚
だ
大
き
く
、
バ
グ
ダ
ー
ド
駐
在
領
事
ら
の
経
費
を
捻

出
す
る
た
め
に
も
、
通
行
詮
は
イ
ラ
ン
で
緩
行
す
べ
き
だ
と
進
言
し

て
い
る
吉
区
寸
円
¥ωω
牛
。
イ
ラ
ン
側
で
通
行
詮
の
愛
行
が
請
け

負
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
(
た
だ
し
、

後
遠
の
よ
う
に
、
一
八
五
一
年
に
イ
ラ
ン
圏
内
で
の
通
行
誼
携
帯
を

義
務
付
け
た
と
き
か
も
し
れ
な
い
て
一
九
世
紀
末
に
は
ア
タ
パ
ー

ト
参
詣
者
は
ケ
ル
マ

l
ン
シ
ャ

l
で
通
行
諮
を
購
入
し
、
ハ

l
ナ

キ
l
ン
で
認
誼
を
押
さ
れ
て
い
た

[
E
z
r
r問
中

N]
。

(
8
)

一
八
五
四
年
は
、
ガ

l
ジ
ャ

l
ル
政
府
に
よ
っ
て
ア
タ
パ

l
ト
参

詣
解
禁
令
が
出
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
解
禁
令
の
中
で
「
通
行
詮

(
E
N
Eミ
ー
ミ
ピ
宮
、

S
S
N
q晶
、
)
な
し
で
は
、
イ
ラ
ン
の
地
か
ら
足

を
踏
み
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ケ
ル
マ

l
ン
シ
ャ
ー
で
は
、

イ
ラ
ン
政
府
の
役
人
か
ら
通
行
詮
を
受
け
取
り
、
秩
序
だ
っ
て
進
み
、

戻
っ
て
く
る
こ
と
」
と
し
て
、
通
行
詮
の
携
帯
を
イ
ラ
ン
政
府
自
身

も
参
詣
者
に
要
請
し
て
い
る
[
月
」
己
口
¥
己
巴
]

0

(
9
)

放
行
記
史
料
に
は
、
一
八
五
五

l
五
六
年
一

ω
ω
C
G
L
E
E

[
岡
常
亘
書
円

ωω
ゆ
〉
門
町
『
戸
]
、
一
八
六
七
年
一

N
N
C
C
L目
町

で
F
E
L
-
-
H
]
、
一
八
八
六
年
一
∞
印
C
C
L
H口
町
可
保
町

ωω]
、
一
八

九
八

l

一
九

O
O
年
一
日
c
o
o
l
5
0
C
C
L
H
国間二
ω
主
丘

ωHmy

昌
広
耳
目
白
一

ω丸
山
目
。
]
と
い
う
数
字
が
挙
が
る
。
た
だ
し
、
首

時
は
検
疫
期
間
満
了
誼
と
連
動
し
て
い
た
た
め
、
検
疫
代
と
の
恒
別

は
暖
昧
で
あ
る
。
後
註
(
お
)
参
照
。

(
日
)
の
と
C
L
H
H
¥
N
S
参
照
。
な
お
一
八
九
三
年
の
報
告
書
に
よ
る
と
、

バ
グ
ダ
ー
ド
州
で
は
、
外
固
か
ら
の
参
詣
者
に
は
一
人
あ
た
り
一

O

」

ピ
ア
ス
ト
ル
が
課
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る

[

(

U

E

ロ
2
5
]
。
二

O
世

紀
初
頭
に
な
る
と
、
騎
乗
の
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
は
パ
ス
ポ
ー
ト
代
と

し
て
二

O
ケ
ラ

1
ン
を
支
挑
い
、
こ
れ
に
封
し
て
ケ
ル
マ

1
ン
シ

ャ
l
の
オ
ス
マ
ン
領
事
に
よ
っ
て
二

O
マ
ジ

l
デ
ィ

l
で
査
詮
が
奥

え
ら
れ
、
さ
ら
に
検
疫
代
と
し
て
、
一
人
一

O
マ
ジ

l
デ
ィ
ー
が
課

せ
ら
れ
た

F
cロ
B
2
H
¥
ω
包
N]0
メ
ッ
カ
巡
躍
の
場
合
の
通
行
誼

代
に
つ
い
て
は
、

γ
4
R
H
Z
P
同ゆ

ε国
向
]
]
四
戸

N凶
HHM『

H
p
g
q山口

仏
山

H
L白
書
日
ー
ち
の
削
]
山
ペ
ミ
S
U
E
-こ
守
器
内
∞
e
O
D
E
-
ω
S
F
苫

N
O印
N
E
参
照
。

(
日
)
賓
際
に
は
、
園
境
で
通
行
誼
を
克
除
さ
れ
る
の
は
、
貧
者
や
徒
歩

の
者
で
は
な
く
、
女
子
供
で
あ
っ
た

[
ω
g
ι
1
0叫
Z
Z
F
E

仏

ω]
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
下
三
日
〉
-
E
F
同
rMMHHH4
門戸

zω
え
同
BMHHHE
百
戸
三
時

〉

--mH}戸
内
}
戸
川
副
ロ

H，

Z
4
3
巾

L
t
V
1
n〉

OM同

NH
ゎ
〉
∞
片
山
門
〉
島
町
円
叫

HIN
恒久叫」」

匂
¥
印
印
(
同
信
C
印

)

司

E
N
参
照
。

(
日
)
「
青
い
恐
怖
」
と
恐
れ
ら
れ
た
コ
レ
ラ
が
最
初
に
猛
威
を
振
る
つ

た
の
は
一
八
一
七
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
一
一
一
一
年
の
二
度
目
の

世
界
的
流
行
は
、
ま
ず
メ
ッ
カ
で
巡
櫨
圏
に
コ
レ
ラ
が
愛
生
(
約
一

二
0
0
0人
が
死
亡
)
、
そ
の
後
、
巡
櫨
圏
の
蹄
固
と
と
も
に
、
ダ

マ
ス
ク
ス
や
エ
ル
サ
レ
ム
で
も
慶
ま
り
、
ヨ

l
ロ
ァ
パ
に
も
た
ら
さ

れ
た
[
見
市
雅
俊
『
コ
レ
ラ
の
世
界
史
』
、
日
間
文
枇
、
一
九
九
四
、

一
三
一
一
六
Z

貝
一
戸
ロ
ロ
B
R
H
¥
ω
印
日
∞
同
匂
]0

(
M
H
)

河
川
の
多
い
イ
ラ
ク
で
は
、
常
時
、
洪
水
が
生
じ
る
と
魚
や
蛙
が

打
ち
上
げ
ら
れ
て
腐
敗
し
、
そ
れ
ら
が
ベ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
愛
生
の
要

因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た

[JE目
。
∞
∞
]
。
バ
グ
ダ
ー
ド
州
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で
は
、
一
八

O
二
年
(
ペ
ス
ト
)
、
一
八
一
三

l
三
四
年
(
ペ
ス
ト

と
コ
レ
ラ
)
、
一
八
四
六
l
四
七
年
(
コ
レ
ラ
)
、
一
八
六
五
l
六
六

年
(
コ
レ
ラ
)
、
一
八
六
七
年
(
ペ
ス
ト
)
、
一
八
六
九
年
(
コ
レ

ラ
)
、
一
八
七
一
年
(
コ
レ
ラ
)
、
一
八
七
四
l
七
六
年
(
ベ
ス
ト
)
、

一
八
七
七
年
(
ペ
ス
ト
)
、
一
八
八
一
年
(
ベ
ス
ト
)
、
一
八
八
九
年

(
コ
レ
ラ
)
、
一
八
九
二
年
(
ベ
ス
ト
)
、
一
八
九
三
年
(
コ
レ
ラ
)

が
護
生
し
て
い
る

F
o
E
H
H
R
H
¥
N
戸
∞

ω川

Y

口
¥
叶
ミ
]

0

(
日
)
オ
ス
マ
ン
政
府
の
検
疫
制
度
導
入
の
背
景
と
し
て
、
一
九
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
検
疫
制
反
の
確
立
と
普
及
の
試
み
を
看
過
す
べ
き

で
は
な
い
。
欧
州
で
は
、
コ
レ
ラ
針
策
と
し
て
一
八
二
五
年
に
イ
ギ

リ
ス
で
検
疫
法
が
成
立
し
、
一
八
三

0
年
代
に
は
「
公
衆
衛
生
」
の

必
要
性
か
ら
園
際
合
同
議
が
提
唱
さ
れ
た
。
一
八
五
一
年
に
は
パ
リ
で

第
一
回
図
際
衛
生
命
回
議
が
開
催
さ
れ
、
オ
ス
マ
ン
政
府
も
参
加
し
た
。

こ
の
合
議
は
失
敗
に
終
わ
り
は
し
た
も
の
の
、
園
際
衛
生
候
約
の
起

草
が
な
さ
れ
た
。
一
八
六
六
年
に
は
第
三
回
同
際
衛
生
舎
議
が
イ
ス

タ
ン
プ
l
ル
で
開
催
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
岡
と
並
ん
で
、
オ
ス
マ

ン
政
府
や
イ
ラ
ン
政
府
か
ら
も
代
表
が
参
加
し
た
。
こ
の
合
議
で
は
、

イ
ン
ド
が
コ
レ
ラ
の
後
生
源
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
停
播
を
防

ぐ
た
め
に
、
イ
ン
ド
の
近
隣
諸
園
で
は
、
特
に
海
路
の
検
疫
を
強
化

す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
曾
議
の
翌
年
に
は
検

疫
法
を
整
備
す
る
な
ど
、
そ
の
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
歩
調
を
合
わ
せ

る
が
、
イ
ラ
ン
は
一
八
九
四
年
の
パ
リ
曾
議
ま
で
、
以
降
の
合
同
議
に

は
出
席
せ
ず
、
一
八
九
二
年
の
園
際
衛
生
保
約
に
も
批
准
を
し
な
か

っ
た

[
F
o
ロB
2
H
¥
N印
M
O
N
S
。

(日
)
H
W
C
〉(リ

ω
同

H
O
Bリ

E
C
H
参
照
oHUHmHOH
国
主
自
国
は
、
「
一
八

473 

」

一立

O
年
ま
で
に
は
設
置
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
が
司
E

2ー

同
巳
山
口
「
〉

E

司己
m
2
リ
旬
。
ぇ
E
H
L
h
r
c
-
2白
3N)守
司
氏
H
h
h
5
P
Nむ
き
』

己
(
5
2
)
'
H
)
自
己
、
前
山
の
切
(
〕
〉
丈
圭
目
か
ら
一
八
四
八
年
に

は
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

(
げ
)
切
ω
5
0
0
¥
巴ヨ

H
E
'
H
N
∞
uHω
「

H
G
C
ヨ
H
E
リロ
H
U
H
S
参
照
。

そ
の
後
、
パ
ス
ラ
が
担
倒
立
し
た
州
と
な
り
、
行
政
匝
劃
が
餐
更
さ
れ

る
と
、
二

O
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
、
カ

I
、
ス
ィ
マ
イ
ン
、
サ
l
マ

ツ
ラ
l
、
マ
ン
ダ
リ
l
、
ム
サ
イ
イ
ブ
に
は
常
に
検
疫
官

(
宮
岡
山
口
己
E
B
O
J
E
E
)
が
一
人
、
ハ

l
ナ
キ
l
ン
に
は
衛
生
局

百円

(
2
F
E吉
田
oaB(王
山
口
)
が
五
人
、
ま
た
カ
ル
パ
ラ
!
と
ナ
ジ

ャ
ブ
に
は
新
た
に
街
生
局
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
、
(
二
人
の
役

人
と
時
に
数
人
の
警
備
員
が
配
さ
れ
て
い
た
[
ロ
ω
5
c
m
w
¥
5
0
l

N
2ゅ

5
H
N
¥
N
C
N
N
S
2口]
0

点
昔
話
街
道
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
地

域
以
外
で
は
、
検
疫
官
の
存
在
が
ま
っ
た
く
確
認
で
き
な
い
こ
と
か

ら
も
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
シ

l
ア
ほ
参
詣
者
の
存
在
を
重
覗
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
九

O
五
年
の
報
告
で
は
、
イ
ラ
ク

全
土
で
の
検
疫
所
は
、
バ
グ
ダ
ー
ド
や
ハ

l
ナ
キ
l
ン
を
は
じ
め
一

二
ヶ
所
と
な
っ
て
い
る

F
0
2
5門
口
¥
∞
日
印
]
o

ち
な
み
に
、
一
八

九
七
年
の
ハ

l
ナ
キ
l
ン
の
醤
者
は
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
[
幅
島

二
二
五
]
。

(
凶
)
ベ
ル
シ
ア
湾
岸
の
疫
病
流
行
や
検
疫
制
度
に
つ
い
て
は
、

F
o
ロ
B
2
H
¥
ω
巴
吋
印
日
が
詳
し
い
報
告
を
残
し
て
お
り
、
極
め
て

有
用
で
あ
る
が
、
オ
ス
マ
ン
領
イ
ラ
ク
へ
の
陸
路
の
検
疫
や
そ
の
賓

態
は
、
百
三
OHI
出
戸
片
山
田
前
掲
論
文
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
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(
問
)
一
九
世
紀
の
ア
タ
パ

l
ト
へ
の
イ
ラ
ン
か
ら
の
「
移
葬
(
遺
樫
運

搬
)
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
す
る
。

(
鈎
)
ハ
|
ナ
キ
|
ン
一
帯
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
少
な
く
な
い
地
域
で
あ

っ
た
[
同
己
品
目
仏
∞
吋
二
U
5
5
H
H
H
m
Y
H
N
U
二
組
島
二
二
九
]

0

(
幻
)
切
(
〕
〉
〉
互
関
叶
呂
同
一
ζ

目
。
¥mvh参
照
。
一
八
五
三
年
に
は
、
欧

州
で
は
検
疫
の
合
理
化
を
進
め
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
は
一

0
日
間
で

あ
っ
た
船
の
検
疫
期
間
に
釘
し
、
八
円
間
以
上
航
行
す
る
船
の
場
合

は
、
一
人
の
船
警
が
い
れ
ば
検
疫
は
兎
除
さ
れ
た
o

こ
の
措
置
に
件

い
、
首
時
疫
病
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
オ
デ
ッ
サ
な
ど
黒
海
沿
岸
か
ら

の
船
に
は
、
期
間
を
短
縮
し
た
五
日
間
の
検
疫
が
設
定
さ
れ
た

[同〈
H
H
H
¥
丘
品
]
o

ま
た
、
一

4

八
六
六
年
園
際
衛
生
曾
議
で
は
、
感

染
地
域
か
ら
の
流
入
者
に
は
一

0
日
間
の
検
'
投
を
賓
施
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
が
、
一
八
八
五
年
ロ

l
マ
曾
議
で
は
、
コ
レ
ラ
に
閲
し

て
は
五
日
間
に
短
縮
さ
れ
た
。
一
八
七
六
年
に
、
ペ
ス
ト
が
イ
ラ
ク

か
ら
イ
ラ
ン
に
慶
ま
っ
た
と
き
に
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
園
内
の
検

疫
期
間
を
五
日
聞
に
短
縮
し
た
が
、
同
時
に
イ
ラ
ン
人
に
封
し
て
は
、

陸
海
路
と
も
に
一
五
日
間
の
検

f

投
期
間
を
課
し
た
。
そ
の
後
一
八
九

三
年
に
は
コ
レ
ラ
に
、
ま
た
一
八
九
七
年
合
同
議
で
は
ベ
ス
ト
に
釘
し

て
、
陸
路
の
検
疫
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
園
に
闘

し
て
は
、
や
む
を
符
な
い
場
合
に
は
園
境
を
封
鎖
す
る
権
限
が
残
さ

れ
た

[
F
C
ロ
自
己
目
¥N印
N
Y
N
ω
叫

ωω
リ

ω
A
Y
E川中印]。

(幻
)

n

〉
仲
己
〔
同
日
吋
ω
日
叶
、
ツ
切
C
〉
J

ヘ
〉
出
口

ω
目
。
。
¥
日
仏
日
明
日
。
。
¥
日
仏
ド

E
吋¥
H

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
切
己
-
命
者

a

同
君
、
苦
言

H
P
E九
Nhh
芯
込
町
出
向
、
N
H
H
L
Dロ

門

円

o
p

]-∞吋
AF'H)司
品
目
吋
件
。
。

」

(μ)
検
疫
に
あ
た
る
オ
ス
マ
ン
政
府
側
と
し
て
も
、
一
度
に
大
勢
の
参

詣
者
を
検
疫
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
一
八
九
四
年
冬
に
は
、

イ
ラ
ン
で
コ
レ
ラ
が
愛
生
し
た
た
め
に
イ
ラ
ン
人
参
詣
者
の
ハ

1
ナ

キ
l
ン
通
行
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
前
年
の
禁
止
か
ら
一
一
ヶ
月
間

で
五
八
三
一
人
(
一
日
あ
た
り
一
一
一
人
)
だ
っ
た
の
が
、
解
禁
さ
れ

て
か
ら
は
、
一
ヶ
月
の
聞
に
四
一
八
三
人
(
一
円
あ
た
り
九
一
人
)

が
検
v
没
を
通
過
し
、
封
謄
に
苦
慮
し
て
い
る
と
の
報
告
が
出
さ
れ
て

い
る
[
出
C
〉
〉
互
関
叶
昌
国
豆
可
。
¥
匂
]
。

(
お
)
検
疫
代
と
し
て
は
、
一
八
四
九
年
中
C
C
C
(目
白
山
門
官
民
口

日¥ωω
丘
、
一
八
五
五

l
五

六

年

む

き

〔

H
E
E
E
R
E喜
一
角

ωNU

〉〔
HHr
吋
ω]
、
一
八
九
八

l
一
九

O
O
年
。
印
C
C
C
L
H
E

ニω
え
己

ω
-
P
ζ
2
r
r
u円
。
印
凶
]
と
い
う
数
字
が
翠
げ
ら
れ
る
(
前
註

(
9
)

も
参
照
の
こ
と
)
o

し
か
し
、
一
八
六
七
年
の
疫
病
流
行
時
の
検
疫

代
は

S
C
C
叶
E
H
と
高
額
で
あ
る
[
民

N
E
E
-
]
。
園
際
衛
生
曾

議
を
受
け
て
、
一
八
六
八
年
に
イ
ラ
ン
で
衛
生
審
議
曾
が
設
け
ら
れ

(
賓
際
に
審
議
舎
が
機
能
し
始
め
た
の
は
一
八
七
六
年
以
降
)
、
検

疫
制
度
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
が
、
こ
の
中
で
検
疫
代
は
、
オ
ス

マ
ン
政
府
よ
り
も
さ
ら
に
高
額
に
定
め
ら
れ
た

[ECCF
君
、
忘
ー

~
片
岡
E
E
Nお
む
ね
冶
、
ャ

Sa
者向田
E
ロ
m
g
p

ロ
(
Y
N
C
E
叫
苫

N
C印

N
C吋
]

0

(
お
)
同
じ
イ
ラ
ン
人
で
同
じ
時
代
で
も
、
メ
ッ
カ
巡
櫨
者
の
場
合
は
不

満
を
述
べ
る
も
の
の
、
検
疫
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
ほ
と
ん
ど
見
受

け
ら
れ
な
い
[
呂
岳
山
E
B
日
仏
国
5

a
口
町
日
u
r
E円
安
¥
お
さ
む
喜
平
漣

ミ
マ
誌
同
2
n
g
N
H
1ミ
b
b
島
氏
。
巳
『
可
同
町
民
自
M
g
r
H
B
U，
q
M
H
P

叶。
}
H
E
P
-
ω
砕
い
山
夕
日
)
日
〕

NAENAFmy
〉

B
Hロ
と
I
U
2己日
'hhH」

ε、
お
む
苦
-bl

十

「
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去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
円
ド
跡
部
リ
中
日
宍
)
寸
・

2

E
待

ー「

「

U
N

ヘ
山
遣
問
お
お
~
l
h
U
Q
H
G
N
b

同
会
」
ミ
マ
N
U
R込
町
内
E

P

2同

N
H
B
刊で
Y

叶
m
w
r
s
p
H
ω
日
A
r
u
-
)同
)
ω
O
K
H
ω
H
∞
え
口
]
0

(
幻
)
た
と
え
ば
一
八
五
四
年
一
一
一
月
の
オ
ス
マ
ン
朝
内
務
丈
書
や
そ
の

翌
月
の
ア
タ
パ

l
ト
参
詣
者
に
針
す
る
検
疫
所
で
の
横
暴
な
振
る
舞

い
へ
の
苦
情
な
ど
[
切
(
〕
〉
同
月
三
円
門
出
¥
吋
ω
'
S
¥
ニ
。
さ
ら
に

一
八
五
六
年
に
、
イ
ラ
ン
公
権
大
使
か
ら
オ
ス
マ
ン
政
府
に
提
出
さ

れ
た
要
望
書
の
一
五
項
目
に
も
検
疫
の
廃
止
か
短
縮
化
が
奉
げ
ら
れ

て
い
る
[
回
。
〉
同
月
ω

ペω

吋ω
N
¥
H
C
]
0

(
お
)
検
'
投
制
度
の
み
な
ら
ず
、
ガ

I
ジ
ャ
l
ル
朝
期
の
イ
ラ
ン
で
は
、

西
洋
墜
胞
子
に
封
し
て
の
拒
否
感
が
行
き
渡
っ
て
い
た
。

2
0
0円
に
よ

る
と
、
イ
ラ
ン
で
は
一
九
世
紀
の
早
い
時
期
か
ら
外
国
人
墜
師
が
宮

中
で
活
躍
し
て
い
た
が
、
そ
の
数
に
は
限
り
が
あ
り
、
一
方
で
惇
統

的
な
イ
ラ
ン
人
墜
師
が
奮
態
依
然
の
ま
ま
数
多
く
存
在
し
た
と
い
う
。

ま
た
西
洋
書
撃
の
教
育
の
開
始
は
、
一
八
五
一
年
に
王
立
高
等
教
育

機
関
で
あ
る
口
町
丘
町
戸
口
出
口
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
で
も
な
お
、
一
九
世
紀
後
半
に
も
、
西
洋
墜
撃
の
浸
透
に
謝
し

て
は
様
々
な
反
援
が
見
ら
れ
た

[
E
D
R
E叶

E
∞つ

(
却
)

F

〉
N
E
E匂
5
0
校
訂
者
注
。
一
八
五
一
年
一
一
月
の
官
報
か

ら
は
、
こ
の
時
の
針
策
と
し
て
、
イ
ラ
ン
政
府
が
通
行
禁
止
措
置
を

採
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
疫
病
が
治
ま
る
ま
で
、
疫

病
護
生
地
域
の
人
々
の
移
動
を
禁
じ
、
情
報
欣
集
に
努
め
て
い
た
以

外
に
は
、
政
府
の
針
庭
策
は
事
前
に
も
事
後
に
も
見
ら
れ
な
い
。
疫

病
の
終
偲
に
つ
い
て
は
官
報
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
別
の
競
で
は
、

ベ
ス
ト
な
ど
の
疫
病
は
惇
染
病
で
あ
り
、
そ
の
愛
生
の
原
因
は
未
だ

不
明
で
あ
る
も
の
の
、
不
潔
な
所
で
愛
生
す
る
と
し
て
、
町
の
美
化

ru「
同

岡
山l

475 

」

を
呼
び
か
け
、
ペ
ス
ト
の
特
徴
や
そ
の
庭
方
と
し
て
首
時
知
ら
れ
る

最
先
端
の
情
報
を
掲
載
し
、
啓
蒙
に
努
め
て
い
る
様
子
が
窺
え
る

[
見
〈
日
目
¥
N
C
吋u
N
N
匂ヨ
N
ω

印
守
口
o
u
叶

ω
ω

叶

ω
中
]
。
し
か
し
、
一
九
世

紀
全
般
を
通
じ
て
、
イ
ラ
ン
で
は
疫
病
が
愛
生
す
る
と
、
人
々
は
そ

の
町
や
集
落
を
捨
て
て
郊
外
や
別
の
場
所
へ
避
難
し
、
疫
病
が
牧
ま

る
と
再
度
町
に
一
反
る
、
と
い
う
原
初
的
な
方
法
を
採
っ
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
[
同
〈
H
e
H
¥
吋印
hy

口¥∞
ω∞
ヨ
タ
l
ジ
・
ア
ッ
サ
ル
夕
、
不
『
ベ

ル
シ
ア
王
宮
物
語
|
|
ハ
レ
ム
に
育
っ
た
王
女
」
、
平
凡
枇
東
洋
文

庫
、
一
九
九
八
、
三
一
二
二
三
二
九
頁
]

0

(
鈎
)
参
詣
幅
削
路
の
ハ

1
ナ
キ
l
ン
で
は
、
振
行
者
は
わ
ず
か
一
円
で
通

過
す
る
例
が
大
小
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
釘
廃
と

ま
っ
た
く
異
な
る
。
ォ
ス
マ
ン
政
府
は
、
メ
ッ
カ
巡
離
を
終
え
た
巡

植
者
に
釣
し
で
も
、
特
に
疫
病
が
生
じ
た
際
に
は
改
め
て
検
疫
を
課

し
て
い
た
[
同
ぐ
H

口
¥
E
A
Y

広
島
]

0

一
八
七
六
年
に
は
、
前
年
に

イ
ラ
ク
で
生
じ
た
ペ
ス
ト
を
、
カ
ル
パ
ラ

l
参
詣
者
ら
が
フ

l
ゼ
ス

タ
ー
ン
に
持
ち
婦
り
、
数
千
人
が
死
ぬ
事
態
に
な
っ
た
が
、
イ
ラ
ン

政
府
は
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
の
下
に
、
ブ
l
シ
ェ
フ
ル
な
ど
の
港
湾
に

検
疫
所
を
設
置
し
、
オ
ス
マ
ン
領
か
ら
の
入
園
者
に
釘
し
一
五
日
間

の
検
・
伎
を
賓
施
し
た
。
し
か
し
、
イ
ラ
ク
か
ら
の
参
詣
者
が
多
数
通

過
す
る
陸
路
に
闘
し
て
は
、
翌
一
八
七
七
年
に
な
っ
て
初
め
て
ガ
ス

レ
・
シ

l
リ
l
ン
に
検
疫
所
を
設
け
る
始
末
で
あ
っ
た
[
下

2
5
2

H
¥
N
日
ω
ω
ω
ω
w
司
-
o
o
H
N
O
己。

(
訂
)
官
問
、
水
剛
一
旦
吉
『
西
亜
細
亜
放
行
記
』
、
ゆ
ま
に
書
房
、
昭
和
六
三
年
、

四
O

四
一
頁
。

(
沼

)
Z
Z
F
g
Eーヨリ

rE
言。
l

吋
弓
参
照
。
そ
の
二
年
前
に
放

69 
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行
し
た

ωえ
正
巳
ー

ω岳
山

E
も
滞
在
は
わ
ず
か
一
口
で
あ
り
、
か

つ
「
ハ

1
ナ
キ

1
ン
に
到
着
し
た
男
女
の
イ
ラ
ン
人
放
行
者
に
釘
し

て
、
オ
ス
マ
ン
人
は
健
康
保
読
書

(FF
と
l

出
子
宮
)
と
栴
す
詮
童
日

(昨日
r
H
S
)

を
奥
え
、
印
C
O
O
L
H
口
問
を
徴
収
す
る
」
と
記
す
の
み

で
あ
る
。
一
方
彼
は
、
メ
ッ
カ
か
ら
踊
園
す
る
巡
櫨
者
に
封
し
て
は
、

ナ
ジ
ャ
ブ
と
カ
ル
パ
ラ

l
聞
に
あ
る

Z
戸
5
2
F
で
検
疫
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
[
印
良
町
仏
出
少

ω
N
S
。

一
八
七
四
年
の
ウ
ィ
ー
ン
凶
際
衛
生
舎
議
で
は
、
陸
路
の
検
疫
は

商
業
上
の
損
害
が
大
き
く
無
盆
だ
と
し
て
廃
止
が
提
案
さ
れ
、
一
八

八
五
年
の
ロ

l
マ
舎
議
で
も
こ
の
提
案
が
再
ニ
丙
明
さ
れ
た
が
、
イ
ラ

ン
は
後
者
の
合
同
議
に
は
参
加
し
て
い
な
い
[
「
ロ
ロ
E

2

H

¥

日
N
N

N
ω
]
0

こ
の
た
め
、
も
と
も
と
検
疫
設
置
に
消
極
的
で
あ
っ
た
イ

ラ
ン
政
府
が
、
必
回
時
ど
の
よ
う
な
封
陰
を
行
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は

'
な
い
。

(
mおω)

一
九

O
今
瓦
立
年
の
円
戸
k
C
口E
H

と
し
て
い
る
た
め
、
バ
グ
ダ
ー
ド
以
北
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
情
報

が
な
い
が
、
イ
ラ
ン
方
面
の
税
関
と
し
て
、
ハ

1
ナ
キ

1
ン
と
キ
ジ

ル
・
リ
バ

l
ト
の
二
ケ
所
を
奉
げ
て
い
る

F
C
2
B
2
口
¥
∞
巴
]

0

後
者
の
税
関
に
つ
い
て
は
他
史
料
か
ら
は
確
認
し
得
な
か
っ
た
。

(
但
)
一
九
世
紀
後
宇
の
イ
ラ
ン
U
イ
ラ
ク
交
易
に
つ
い
て
は
、

rzー

弓
グ

(U

叫

J
b
h
N
山内言。
S

R

同
巴
芯
ミ
。
L「
L「
2

S

N
∞
も
む
し
HhuH
《
(
リ
}
H
H
E明
白

山口(同「
D
口(山口
P

E

己
叫
官
官
O
E
O
-
N
H
u
(
U
E
口
Z
H
H
C
A参
照
。
そ
れ

ら
に
よ
る
と
、
一
八
六

0
年
代
後
半
の
バ
グ
ダ
ー
ド
州
へ
の
輸
入
品

の
竿
分
以
上
は
イ
ラ
ン
か
ら
で
あ
り
、
綿
織
物
、
絹
織
物
、
タ
バ
コ
、

減
訟
、
食
品
、
鞍
な
ど
が
主
要
産
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
パ
グ
ダ
l

」

ド
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
は
、
再
度
ペ
ル
、
シ
ン
ア
へ
輪
山
出
川
さ
れ
る
と
い
、
うつ

商
品
の
循
環
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
[
戸
戸
C
口E
H

様
々
な
肱
候
附
約
や
外
交
文
書
に
お
い
て
、
商
人
と
参
詣
者
の
匡
別
が
暖

昧
で
あ
る
と
い
う
貼
を
踏
ま
え
る
と
、
ア
タ
バ

l
ト
点
昔
話
者
は
、
イ

ラ
ン
H

イ
ラ
ク
交
易
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
貼
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
お
)
切
O
〉
同
一
月
ω
J
へω
吋
N
N
¥
H
C
a

の
〉
H
d
H
H
H
¥
A
H
E
参
照
。
一
八
四
九

年
に
も
同
様
の
報
告
が
あ
る

R
E
d
-
¥
ω

戸

ω
ω
N
]
0

二
一
%
の

税
率
に
つ
い
て
は
、

E
a
z
g
a

切

ε
叶
}HO
叶
円
。

ω江
2

0

同
H
W
R
5
5
H
H

(
H
m
w
N
ω

山口〔同一戸∞
AF
∞)山口〔山門
}
H
O
(
リ}戸山口
m
H
口問

ω

円山門戸印

D
H
H
H
自
己
山
口
印

H
E

円r
o

C
洋
己
吉
山
口
同
日
E
-
U
H
H
0
3
L守
m
M
M
N
E
お
』
さ
に
号
』

N
A
H
¥
H
A
H
(
H

ヌニ
)

J

]

V

E
点
世
間
…
。

(
お
)
バ
グ
ダ
ー
ド
税
関
に
つ
い
て
は
メ
ロ
。
N
w
g
w

切
ω

5

0

0

¥

句
。
匂
H
U
E
-
N
¥
円印匂

H
G
C

な
ど
を
、
同
税
関
の
巌
し
さ
に
つ
い
て

は
回
。
〉
同
月

ωペ
ω・吋
N
N
¥
?な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
公
務
で
ア
タ
バ

1
ト
を
訪
れ
た
ガ
l
ジ
ャ

1
ル
政
府
高
官
は
、
ォ

ス
マ
ン
刺
の
役
人
や
墓
廟
闘
係
者
ら
へ
の
手
土
産
と
し
て
、
大
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rulers. There precept platforms were established, where assemblies were held to

confer the bodhisattva precepts on members of the royal family and bureaucratic

officials who served the emperor. The bodhisattva precepts were not limited to

these ruling groups but also spread widely throughout Khitan territory, from cities

to villages. Its influence on society in general was great.

Moreover, the memorial stele recording the deeds of Fajun and inscriptions

carved on the shaft of a now-lost stone dharani pillar from the county of Xincheng

*JT:9!JGJIt*, recount that there were many pilgrims who stole across the borders from

the neighboring states of Song and Western Xia, slipping into the country and

aiming for Maanshan in order to receive the bodhisattva precepts from Fajun. This

indicates that in reality there were exchanges and movements of people across

borders under the conditions of stability in the international order that was brought

about in the later half of the 11th century in the aftermath of the treaty of

Chanyuan r.i1JfflzM (concluded in 1004) to an extent much more than previously

imagined.

PILGRIMS AND THE 'MODERNIZATION' SEEN AT THE

IRAN-OTTOMAN BORDER IN THE LATTER

HALF OF THE 19th CENTURY

MORIKAWA Tomoko

With the conclusion of the Second Treaty of Erzurum between the Qajar

dynasty and the Ottoman empire in 1847, the number of pilgrims to the 'Atabat,

shi'ite holy sites in Ottoman controlled Iraq, greatly increased. In particular, the

number of pilgrims who set out from Iran during the latter half of the 19th century

reached 100,000 annually, which was nearly 1% of the total population of the

country at the time.

In this period Western Asia experienced a period marked by an enforced

"modernization" that was imposed from above, being influenced by the European

powers. This study examines the "modernization" imposed from above by the

state and the conflict felt by ordinary pilgrims at the time who encountered it

through an examination of the checkpoint that had been established at KhanaqIn, a

town on the border between Qajar Persia and the Ottoman empire. The primary

source materials used in the study are diaries written by Iranian pilgrims and

diplomatic documents exchanged between the Qajar and the Ottoman govern-
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ments.

At the KhanaqIn border checkpoint three systems, one of transit permits

(ta?kira-yi murur), another for medical inspection and quarantine, and a last for

customs duties, had been set up soon after the conclusion of the Second Treaty of

Erzurum. The systems of transit permits and medical quarantine were newly

introduced by the Ottoman government in the mid-19th century, and although Iran

under the Qajar introduced the same systems some years after the Ottomans,

these systems never reached a point where they were truly accepted by the

society at large. Pilgrims from Iran, where the new system was alien, first

encountered these systems at the border and personally suffered the deleterious

consequences of them. As a result, the stance of the Ottoman government side,

which sought to vigorously enforce these rules, and the judgment of the pilgrims,

who were critical of the systems, could not be reconciled. This indicates the

contradictions that existed between the two parties.

In contrast to experiences in pre-modern times when the conception of

national boundaries was unclear, pilgrims in the latter half of the 19th century

experienced a strange political system by traveling to a "foreign land", and

thereby obtained an opportunity to reflect on their own identity by crossing over a

national border, symbolized by the checkpoint, and carrying a passport to travel in

a foreign country. Although such was the case, the gap between ordinary pilgrims

and the "modernization" imposed from above was actually quite great. The plight

of these figures struggling to cope and in a state of consternation when faced with

the "modernization" is highlighted by an examination of the realities of the border

checkpoint at the time.

THE IMPERIAL IDEOLOGY OF SASSANID KINGDOM AND

ZOROASTRIANISM, SEEN THROUGH AN EXAMINATION

OF THE SACRED FIRE OF ADUR GUSNASP

AND THE IMPERIAL THRONE OF

TAKHT-I TAQDIS

AOKI Takeshi

This study begins with a reexamination of the research of S. Wikander that

was conducted 60 years ago on the geographical transition of the iconography of

the imperial ideology of the Sassanian kingdom. The study also incorporates the
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